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第１部 

社会福祉士制度見直しの方向 
～社会福祉施設との関わりにおいて～ 
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29. 図１は、そのような社会福祉士の業務と介護福祉士ならびに保育士の業務の

重なりあいを示した概念図である。 

 

図１：社会福祉士の業務と介護福祉士ならびに保育士の業務の関係 

 
 この概念図は、社会福祉士、介護福祉士、保育士それぞれの業務の重なりあい

を強調したものであるが、そのことは当然ながら社会福祉士、介護福祉士、保育

士それぞれの業務のもつ独自固有性を否定するものではない。ここで強調してい

るのは、実態のレベルにおいてはそれぞれの業務に重なりあう部分があるという

事実である。 

 

30. そのことを前提に、社会福祉士の業務についていえば、そこには幾つかの類

型を想定することが可能である。すなわち、社会福祉士の一方の極には、し

ばしば医療福祉関係の領域のように、社会福祉士がもっぱら利用者と対面す

る状況において相談援助の業務に携わるという類型（相談援助型）が存在し、

他方の極には、社会福祉施設のように社会福祉士が介護福祉士や保育士の業

務と重なりあう部分の多い業務に携わるという類型（日常援助型）が存在す

る。また、それとは別に、地域社会に存在する相談支援機関の領域のように、

社会福祉士が調整や媒介、アドボカシーを中心とする業務に携わるという類

型（地域援助型）も存在する。これらの３通り類型は、相互に独立した側面

をもつが、しかしそれらは相対的なものである。社会福祉士の業務はこれら

３通りの類型の全体を包摂するものとして理解されなければない。 

 

31. いずれにしても、社会福祉援助の業務は、それぞれの内部に焦点ないし強調

点の違いをもちつつも、相互に重なりあう領域をもつ複数の専門職によって

担われている。そのため、職員のなかには業務全体の資的を向上、あるいは
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みずからの専門職従事者としての資質の向上を図るため、複数の専門職資格

を取得する者が少なくない。たとえば、社会福祉士と介護福祉士、社会福祉

士と介護支援専門員、介護福祉士と介護支援専門員、社会福祉士と保育士、

社会福祉士とホームヘルパーなどの組み合わせがそうである。 

 

32. 他方、このような、相互に重なりあう領域をもつ多様な専門職による分業と

協業についての理解が十分になされていない場合には、相談援助活動のみを

社会福祉士の業務として想定して社会福祉施設に就職を希望し、採用になれ

ば直ちに相談援助業務に従事すること、さらにいえば相談業務のみに従事す

ることを希望するような例もまれではない。しかし、実際には、前述のよう

に、社会福祉施設においては、その業務の特性上、多様な専門職が相互排除

的に分業するという状況を期待することは不可能である。むしろ、社会福祉

士にも相談援助業務以外の業務、介護業務や生活指導業務に関わることが求

められるのが一般的である。また、そのことを避けるようでは、社会福祉士

の専門的資質の向上は期待しえないであろう。 

 

33. ところで、社会福祉援助の業務に携わる専門職資格には、社会福祉士、介護

福祉士、保育士以外に介護サービスに密接に関わる介護支援専門員が存在す

る。介護支援専門員は介護保険制度の枠内で設置された専門職であるが、い

まや高齢者福祉サービスの中心的な存在になりつつある。これにたいして、

現在のところ、児童福祉や障害者福祉の領域にはフォーマルには介護支援専

門員に相当する専門職は存在しない。しかし、近年、児童福祉や障害者福祉

の領域においても、（仮称）生活支援専門員として総称しうるような、地域

における生活支援をその業務とする各種の専門職員が設置されてきている。

例えば、権利擁護事業における生活支援員がそうである。 

 

34. 図２は、そのような（仮称）生活支援専門員の創出を前提に、それらの専門

職間の位置関係を示した概念図である。概念図の基本は、もとより相互に重

なりあう部分をもつ専門職資格としての社会福祉士と介護福祉士である。こ

れにたいして、それらに交錯する生活支援専門職と介護支援専門員は、専門

職資格というよりも職制上の名称である。介護支援専門員は国家試験による

資格付与という側面をもっている。その限りでは専門職資格に近い。しかし、

その介護支援専門員の受験資格は介護福祉士以外に社会福祉士、看護師、理

学療法士、作業療法士などのパラメディカル資格保有者に開かれている。

（仮称）生活支援専門員についても、資格試験は存在しないが、社会福祉士

以外に看護師等にも参入の道が開かれている。生活支援専門員や介護支援専

門員を職制上の名称というのはそのためであるが、将来的にはその基礎資格

として社会福祉士資格ないし介護福祉士資格の保有を求める方向に改革され
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るべきであろう。 

 

 

図２：各種社会福祉専門職の位置関係 

 
 

〔Ⅵ〕資格制度のグランドデザイン 

 これまでみてきたように、社会福祉士制度は必ずしも十分に機能していない。

その背景には、社会福祉士の法制上の業務規定と業務実態との乖離、法制上の不

備、社会的理解の不足などさまざまに存在するが、社会福祉士資格制度それ自体

の不備も否定し難い。ここでは社会福祉士資格の将来の発展を展望するという観

点から、資格制度そのものについても抜本的な改革を提起したい。 

 

35. 社会福祉士制度改革の課題は、第一には、一定の職種について社会福祉士資

格保有者の任用を義務づけることである。近年、この方向については関係法

令の改正によりかなり改善がみられるが、一層の改善が求められる。 

 

36. 第二の課題は、現行の社会福祉士資格に専門社会福祉士資格を追加すること

である。現行の社会福祉士資格のうえに（仮称）専門社会福祉士の資格を追

加し、社会福祉士制度をいわゆる二階建ての制度に改めることである。 

 

37. ここで参考になる先例は専門医制度である。医療の領域においては、一定の

診療科目あるいは領域ごとに一定の知識、技術、症例経験などをもつことを

要件に、関連する学会が専門医と称することを認めている。これにならい、

社会福祉士についても一定の知識、技術、職務経験をもつことを要件に、専

門社会福祉士と称することを認めることが考えられる。より具体的には、専
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門社会福祉士は、５年程度の職務経験と職能団体の実施する研修プログラム

ないし社会福祉士養成校の設置する大学院の課程において一定の単位を履修

し、かつ職能団体の実施する試験等によって資格を認定することとする。認

定は、図３の「社会福祉士制度改革のグランドデザイン」に示すように、地

域、児童、障害、高齢、医療、更生保護などの領域ごとに設定された要件を

みたすことを前提とする。専門社会福祉士は、独立して業務を行う場合には、

その名称を公示することができる。 

 

 図３．社会福祉士制度改革のグランドデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ⅶ〕社会福祉主事制度の取り扱い 

 社会福祉主事地については以下のように考える。 

 

38. 社会福祉主事については一定の猶予期間を設定して廃止し、社会福祉主事を

任用資格とした行政ならびに民間の職種については社会福祉士をもってあて

ることとする。 

 

39. 社会福祉主事については、社会福祉士国家試験の一部科目の免除や職務経験

の認定などの措置を講じ、社会福祉士に移行しやすい環境を設定する。 

 

〔Ⅷ〕社会福祉施設で期待される社会福祉士の役割と機能 

 ここで、社会福祉施設で社会福祉士に期待されている役割や機能に関わる諸問
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題について再度整理しておきたい。 

 

40. 社会福祉士に期待される知識や技術については「現場ですぐに役に立つ」水

準を期待することは現実的ではない。就職後の業務経験の蓄積や職場内研修

を通じての専門職としての成長発展ということを考えなければならない。む

しろ、就職時点ではそのような成長発展の基礎となる基本的な視点や考え方

が身についているかどうかが課題となる。 

 

41. しかし、そうであっても、就職段階においてもある程度の知識や技術（・技

能）を身につけていることが求められることも現実である。社会福祉施設の

業務に関わる知識や技術の習得、なかでも技術の習得については実際的な経

験の蓄積がものをいう領域であり、その限りでは現状の養成課程における教

育では不十分である。社会福祉士養成における実習教育のもつ重要性を改め

て指摘したい。加えて、インターンシップのあり方について積極的に検討す

る必要があると考えられる。 

 

42. さらに、しばしば指摘してきたように、社会福祉施設における業務のなかに

は、施設業務の運営管理、家族、地域社会、他機関との調整・媒介、援助計

画の策定と評価、アドボカシー、ソーシャルアクションなどの業務が含まれ

ており、そのような業務に関わる知識や技術の習得が期待される。ただし、

社会福祉士資格の取得ないし就職の段階でそのような業務を遂行するに十分

な能力を期待することは現実的でない。就職後、キャリアを重ねる過程にお

いてそうした領域における知識や技術を向上させることが期待される。その

意味で、養成機関における基本的、基礎的な知識や技術の習得と卒後教育の

充実、社会福祉施設や職能団体による現職研修プログラムの開発が重要な課

題となる。 

 

〔Ⅸ〕社会福祉士養成課程における対応 

 このような社会福祉施設における社会福祉士にたいする認識や期待に対応する

ために社会福祉士養成課程において導入しうる方策としてはつぎのようなことが

考えられる。 

 

43. 社会福祉士の業務と介護福祉士の業務についての認識を、その両極において

は相談援助の専門家としての社会福祉士とボディタッチを含む介護の専門家

としての介護福祉士という純化した専門家像を想定するにしても、基本的に

は相互に接点をもち、部分的には重なり合う業務として認識させる教育を導

入すること。 
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44. 社会福祉士をソーシャルワーカーとして理解することを前提にしていえば、

ソーシャルワークの内容を面接室や地域社会における相談援助活動に限定せ

ず、社会福祉施設やデイサービスセンターなどにおいてなされる直接的な援

助を含む援助活動にもかかわる専門家として認識させる教育を導入すること。 

 

45. 社会福祉士の業務を、福祉サービスプログラムの運営管理、制度設計、調

整・媒介、ソーシャルアクション、一定範囲の直接的援助に関わる業務とし

て捉え、その中核部分に相談援助活動を置いて再構成し、それに対応する教

科目群を明確に設定して、その充実を図ること。 

 

46. 社会福祉士養成教育において専門職としてのキャリアの形成発展という視点

を明確に導入し、就職後の一定の期間に社会福祉施設内部のさまざまな職種

に触れるような経験が専門職としての成長のために、その基礎として必要な

ことを十分に理解させること。さらに、専門職間の相互理解や連携の重要性

についての理解を深めさせること。 

 

47. 社会福祉士養成における技術（・技能）習得の重要性に鑑み、社会福祉援助

技術演習・実習のさらなる充実をはかり、専門職としての自覚を高め、実際

的な経験を深めさせるためにインターンシップの活用を図ると。 

 

48. ホームヘルパーや介護支援専門員の資格を含め、複数資格の取得を支援する

教育課程の編成を推進すること。 

 

49. 専門職としてのミドルスパン、ロングスパンの成長を助けるために、職場や

職能団体による現職研修と連携しつつ、卒後教育の組織と内容を充実させる

こと。 

 

50. 社会福祉士のキャリア形成にたいして大学院教育がどのように貢献しうるか

を明確にし、その役割の拡大をはかる。また、併せて大学や大学院において

社会福祉士の養成やキャリア形成を担当しうる教員の育成を図ること。 
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第２部 

社会福祉施設における 

社会福祉士の雇用状況と雇用に向けて 

（実態調査）  
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「
社
会
福
祉
事
業
所
等
に
お
け
る
社
会
福
祉
士
の
雇
用
及
び
採
用
状
況
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
」
 

 Ⅰ
 

調
査

の
概

要
 

 １
．
調
査
の
目
的
 

 
本
調
査
の
目
的
は
，
社
会
福
祉
事
業
所
等
に
お
け
る
社
会
福
祉
士
の
雇
用
の
実
態
及
び
社
会
福
祉
士
の
採
用
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
，
社
会
福
祉
士
の
雇
用
に
つ
い
て
の
ニ

ー
ズ
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
調
査
の
結
果
か
ら
，
今
後
の
社
会
福
祉
士
養
成
に
つ
い
て
の
有
用
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
 

 ２
．
調
査
の
対
象
 

 
調
査
の
対
象
は
，
以
下
の
二
種
類
で
あ
る
。
 

①
 
全
国
社
会
福
祉
施
設
経
営
者
協
議
会
に
加
入
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
６
,７
０
０
カ
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
４
,５
１
４
カ
所
 

②
 
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
保
健
医
療
機
関
１
,９
１
６
カ
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
４
７
９
カ
所
 

 
調
査
票
へ
の
回
答
者
は
，
「
原
則
と
し
て
貴
法
人
を
代
表
さ
れ
る
方
，
あ
る
い
は
人
事
採
用
の
責
任
者
の
方
」
で
あ
る
。
 

 ３
．
調
査
の
方
法
 

 
郵
送
配
布
郵
送
回
収
。
 

 ４
．
調
査
時
期
 

 
平
成
１
８
年
３
月
上
旬
～
３
月
末
。
 

 ５
．
回
収
状
況
 

 
有
効
回
収
票
は
，
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

①
  
社
会
福
祉
事
業
者
８
０
６
票
（
回
収
率
17
.9
％
）
 

②
  
保
健
医
療
機
関
１
０
３
票
（
21
.5
％
）
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Ⅱ
 

調
査

の
結

果
 

 １
 
社
会
福
祉
士
の
雇
用
及
び
採
用
の
実
態
 

１
）
現
員
職
員
数
及
び
社
会
福
祉
士
の
現
員
数
 

 
集
計
の
対
象
と
な
っ
た
社
会
福
祉
事
業
者
（
80
6ヶ
所
）
が
運
営
す
る
施
設
の
分
野
別
の
割
合
は
、
高
齢
分
野
63
.9
％
、
障
害
分
野
30
.0
％
、
児
童
分
野
17
.0
％
で
あ
る
（
表
１
）
。
ま

た
，
社
会
福
祉
士
が
（
１
人
以
上
）
い
る
事
業
者
の
割
合
は
77
.7
％
、
ま
っ
た
く
い
な
い
事
業
者
は
22
.3
％
で
あ
る
。
１
事
業
所
に
い
る
社
会
福
祉
士
の
人
数
は
、
１
人
24
.9
％
、
２
人

18
.4
％
な
ど
で
あ
る
（
表
２
）
。
 

 表
１
 
分
野
別
職
員
現
員
数
と
社
会
福
祉
士
数
 

全
体
 

児
童
分
野
 

障
害
分
野
 

高
齢
分
野
 

そ
の
他
 

 
80
6 

13
7 

24
2 

51
5 

68
 
（
事
業
所
）
 

11
9.
4 

17
.0
 

30
.0
 

63
.9
 

8.
4 
（
％
）
 

※
 
１
事
業
所
が
複
数
の
分
野
の
施
設
を
回
答
し
て
い
る
。
 

 表
２
 
社
会
福
祉
事
業
者
が
雇
用
し
て
い
る
社
会
福
祉
士
の
人
数
（
１
施
設
あ
た
り
で
は
な
い
）
 

 
     （
無
回
答
除
い
た
集
計
結
果
）
 

全
体
 
0人
 
1人
 
2人
 
3人
 
4人
 
5人
 
6人
 
7人
 
8人
 
9人
 
10
人

－
 

 

75
2 

16
8 

18
7 

13
8 

95
 

44
 

31
 

21
 

17
 

9 
9 

33
 
（
事
業
所
）
 

10
0.
0 
22
.3
 
24
.9
 
18
.4
 
12
.6
 
5.
9 

4.
1 

2.
8 

2.
3 

1.
2 

1.
2 

4.
4 
（
％
）
 

10
0.
0 
22
.3
 

77
.7
 

 

1/



 
80
6ヶ
所
の
事
業
者
が
運
営
す
る
施
設
数
は
合
計
2,
45
5ヶ
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
所
属
す
る
職
員
数
は
合
計
62
,5
75
人
、
こ
の
う
ち
、
社
会
福
祉
士
取
得
者
は
2,
07
6人
で
，
取
得
率
は

3.
3％
で
あ
る
。
資
格
取
得
者
総
数
の
う
ち
、
1,
21
2人
が
高
齢
分
野
(5
8.
4％
)、
62
4人
が
障
害
分
野
(3
0.
1％
)、
20
5人
(9
.9
％
)児
童
分
野
で
配
属
さ
れ
て
い
る
。
所
属
す
る
職
員
数
の

う
ち
、
社
会
福
祉
士
の
有
資
格
者
の
割
合
は
、
全
体
で
3.
3％
。
分
野
別
で
は
、
障
害
分
野
5.
3％
、
児
童
分
野
4.
2％
、
高
齢
分
野
2.
8％
で
あ
る
。
１
施
設
あ
た
り
の
有
資
格
者
の
割
合

は
、
全
体
で
0.
85
人
で
あ
る
。
職
員
数
に
対
す
る
有
資
格
者
の
割
合
は
、
障
害
者
分
野
が
5.
3％
で
、
他
の
分
野
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
（
表
３
，
４
）
。
 

 表
３
 
社
会
福
祉
事
業
所
に
お
け
る
職
員
現
員
数
・
社
会
福
祉
士
数
 

 
                 

 ※
１
 
集
計
対
象
分
野
数
は
、
施
設
数
、
職
員
数
、
社
会
福
祉
士
取
得
者
数
の
す
べ
て
に
回
答
が
あ
っ
た
票
の
み
で
あ
る
。
 

※
２
 
１
事
業
所
が
複
数
の
分
野
の
施
設
を
回
答
し
て
い
る
。
 

 表
４
 
分
野
別
施
設
数
・
職
員
数
・
社
会
福
祉
士
資
格
保
持
者
数
 

 
 

全
体
 

児
童
分
野
 

障
害
分
野
 

高
齢
分
野
 

そ
の
他
 

施
設
数
・
ヶ
所
（
Ａ
）
 

2,
45
5 

10
0.
0%
 

23
7 

9.
7%
 

58
7 

23
.9
% 

1,
53
6 

62
.6
% 

95
 

3.
9%
 

職
員
数
・
人
（
Ｂ
）
 

62
,5
75
 

10
0.
0%
 

4,
91
2 

7.
8%
 

11
,8
62
 

19
.0
% 

44
,0
41
 

70
.4
% 

1,
76
0 

2.
8%
 

社
会
福
祉
士
資
格
所
持
者
数
・
人
（
Ｃ
）
 

2,
07
6 

10
0.
0%
 

20
5 

9.
9%
 

62
4 

30
.1
% 

1,
21
2 

58
.4
% 

35
 

1.
7%
 

社
会
福
祉
士
所
得
者
 

 
 

集
計
対
象
 

分
野
数
 

※
1 

施
設
数
 

（
Ａ
）
 

職
員
数
 

（
Ｂ
）
 
所
持
者

数
 

（
Ｃ
）
 

社
福
士
の

割
合
 

Ｃ
／
Ｂ

（
％
）
 

１
施
設
平
均
 

Ｃ
／
Ａ
（
人
）
 

児
童
分
野
（
障
害
児
分
野
除
く
）
 

13
6 

23
7 

4,
91
2 

20
5 

4.
2%
 

0.
86
 

障
害
分
野
（
障
害
児
・
精
神
障
害
分
野

を
含
む
）
 

22
6 

58
7 

11
,8
62
 

62
4 

5.
3%
 

1.
06
 

高
齢
分
野
 

47
2 

1,
53
6 

44
,0
41
 
1,
21
2 

2.
8%
 

0.
79
 

そ
の
他
（
本
部
な
ど
）
 

53
 

95
 

1,
76
0 

35
 

2.
0%
 

0.
37
 

全
体
 ※
２
 

88
7 

2,
45
5 

62
,5
75
 
2,
07
6 

3.
3%
 

0.
85
 

10



２
）
 
社
会
福
祉
士
の
職
種
 

 社
会
福
祉
士
が
配
属
さ
れ
て
い
る
職
種
の
割
合
は
、
相
談
・
指
導
職
が
63
.3
％
、
介
護
職
が
23
.9
％
、
事
務
職
が
5.
2％
で
あ
る
。
分
野
別
で
み
る
と
、
高
齢
分
野
で
は
相
談
・
指
導
職

60
.3
％
、
介
護
職
27
.7
％
で
、
児
童
分
野
、
障
害
者
分
野
に
比
べ
、
相
談
・
指
導
職
が
少
な
く
、
介
護
職
が
多
く
な
っ
て
い
る
（
表
５
）
。
 

 表
５
 
社
会
福
祉
事
業
所
に
お
け
る
社
会
福
祉
士
の
職
種
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
人
）
 

 
 

資
格
所
持
者
数
 

相
談
・
指
導
職
 

介
護
職
 

事
務
職
 

そ
の
他
 

児
童
分
野
（
障
害
児
分
野
除
く
）
 

20
5 

10
0.
0%
 

13
4 

65
.4
% 

37
 

18
.0
% 

7 
3.
4%
 

27
 

13
.2
% 

障
害
分
野
（
障
害
児
・
精
神
障
害
分
野

含
む
）
 

62
4 

10
0.
0%
 

43
0 

68
.9
% 

12
4 

19
.9
% 

32
 

5.
1%
 

38
 

6.
1%
 

高
齢
分
野
 

1,
21
2 

10
0.
0%
 

73
1 

60
.3
% 

33
6 

27
.7
% 

59
 

4.
9%
 

86
 

7.
1%
 

そ
の
他
（
本
部
な
ど
）
 

35
 

10
0.
0%
 

19
 

54
.3
% 

0 
0.
0%
 

9 
25
.7
% 

7 
20
.0
% 

全
体
 

2,
07
6 

10
0.
0%
 

1,
31
4 

63
.3
% 

49
7 

23
.9
% 

10
7 

5.
2%
 

15
8 

7.
6%
 

11



３
）
 
社
会
福
祉
士
の
採
用
実
績
 

 
過
去
５
年
間
に
採
用
さ
れ
た
社
会
福
祉
士
1,
66
3人
の
う
ち
、
新
卒
者
の
割
合
は
総
数
の
61
.3
％
、
経
験
者
は
38
.7
％
で
あ
る
。
過
去
５
年
間
の
う
ち
、
新
卒
者
が
最
も
多
か
っ
た
年
は

20
02
年
の
68
.1
％
で
あ
る
。
過
去
５
年
間
に
採
用
さ
れ
た
社
会
福
祉
士
の
採
用
年
度
別
の
割
合
は
、
20
05
年
が
最
も
多
く
27
.7
％
で
、
年
を
遡
る
に
従
っ
て
減
少
し
、
20
01
年
で
は

12
.8
％
で
あ
る
。
過
去
２
年
間
に
採
用
さ
れ
た
社
会
福
祉
士
の
割
合
が
総
数
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
(5
3.
0％
)（
表
６
，
７
）
。
 

 表
６
 
過
去
５
年
間
の
社
会
福
祉
士
の
採
用
実
績
 

 
 

 
 

（
人
）
 

 
 

合
計
 

新
卒
者
 

経
験
者
 

20
01
年
 

21
3 

10
0.
0%
 

11
8 

55
.4
% 

95
 

44
.6
% 

20
02
年
 

23
2 

10
0.
0%
 

15
8 

68
.1
% 

74
 

31
.9
5 

20
03
年
 

33
7 

10
0.
0%
 

21
6 

64
.1
% 

12
1 

35
.9
% 

20
04
年
 

42
1 

10
0.
0%
 

25
9 

61
.5
% 

16
2 

38
.5
% 

20
05
年
 

46
0 

10
0.
0%
 

26
9 

58
.5
% 

19
1 

41
.5
% 

５
年
間
の
合
計
 

1,
66
3 

10
0.
0%
 

1,
02
0 

61
.3
% 

64
3 

38
.7
% 

※
「
新
卒
者
」
と
は
、
過
去
に
福
祉
分
野
で
の
就
業
経
験
が
な
い
者
。
 

※
「
経
験
者
」
と
は
、
過
去
に
福
祉
分
野
で
の
就
業
経
験
が
あ
る
者
。
 

 表
７
 
過
去
５
年
間
の
年
度
別
の
社
会
福
祉
士
の
採
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(人
）
 

５
年
間
合
計
 

20
01
 

20
02
 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

 
 
計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 
計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 
計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 
計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 
計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 

計
 
新
卒

者
 

経
験
者
 

16
63
 
10
20
 

64
3 

21
3 

11
8 

95
 
23
2 

15
8 

74
 
33
7 

21
6 

12
1 

42
1 

25
9 

16
2 

46
0 

26
9 

19
1 

全
体
 

10
0.
0%
 

12
.8
% 

14
.0
% 

20
.3
% 

25
.3
% 

27
.7
% 

12



４
）
 
社
会
福
祉
士
（
受
験
資
格
保
持
者
含
む
）
の
資
格
保
有
状
況
 

 
社
会
福
祉
事
業
者
が
20
01
年
か
ら
20
04
年
の
間
に
採
用
し
た
資
格
取
得
者
70
0人
の
う
ち
、
採
用
時
の
有
資
格
者
の
割
合
は
79
.7
％
、
採
用
後
の
取
得
者
は
20
.3
％
で
あ
る
。
採
用
年
度

別
で
み
る
と
、
採
用
時
の
有
資
格
者
の
割
合
は
、
20
03
年
と
20
04
年
は
８
割
以
上
（
85
.2
％
と
80
.6
％
）
、
20
01
年
と
20
04
年
は
７
割
台
で
あ
る
（
表
８
，
９
）
。
 

 表
８
 
社
会
福
祉
士
の
取
得
状
況
・
採
用
年
次
別
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
人
・
％
）
 

採
用
年
次
 

資
格
取
得
年
次
 

20
01
年
 

20
02
年
 

20
03
年
 

20
04
年
 

採
用
時
の
有
資
格
者
 

11
9 
78
.3
% 
78
.3
% 

98
 
72
.6
% 
72
.6
% 

15
0 
85
.2
% 
85
.2
% 

19
1 
80
.6
% 

80
.6
% 

20
02
年
合
格
 

11
 
7.
2%
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

20
03
年
合
格
 

6 
3.
9%
 

17
 
12
.6
% 

－
 

－
 

－
 

－
 

20
04
年
合
格
 

7 
4.
6%
 

15
 
11
.1
% 

18
 
10
.2
% 

－
 

－
 

20
05
年
合
格
 

9 
5.
9%
 

21
.7
% 

5 
3.
7%
 

27
.4
% 

8 
4.
5%
 

14
.8
% 

46
 
19
.4
% 

19
.4
% 

全
体
 

15
2 

10
0%
 
10
0%
 
13
5 

10
0%
 
10
0%
 
17
6 

10
0%
 
10
0%
 
23
7 

10
0%
 

10
0%
 

 表
９
 
社
会
福
祉
士
の
有
資
格
者
の
割
合
 

 
（
人
・
％
）
 

20
01
～
04
の
間
の
資
格
取
得
者
 

70
0 

10
0%
 

 
採
用
時
の
有
資
格
者
 

55
8 

79
.7
% 

 
採
用
後
の
資
格
取
得
者
 

14
2 

20
.3
% 

13



５
）
 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
お
よ
び
有
資
格
者
手
当
の
有
無
 

 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
を
「
作
成
し
て
い
る
」
事
業
所
の
割
合
は
全
体
の
６
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
福
祉
士
が
い
る
事
業
所
の
み
に
限
定
す
る
と
若
干
増
え
6.
5％
と

な
る
。
保
健
医
療
機
関
を
対
象
と
し
た
調
査
に
お
い
て
、
同
種
の
質
問
の
結
果
を
み
る
と
「
作
成
し
て
い
る
」
割
合
が
23
.8
％
と
な
っ
て
い
る
（
表
10
）
。
社
会
福
祉
士
の
有
資
格
者
に

対
し
な
ん
ら
か
の
「
手
当
を
出
し
て
い
る
」
割
合
は
、
全
体
で
29
.7
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
福
祉
士
が
い
る
事
業
所
の
み
に
限
定
す
る
と
35
.2
％
と
な
る
。
保
健
医
療
機
関
を
対
象
と

し
た
調
査
に
お
い
て
、
同
種
の
質
問
の
結
果
を
み
る
と
「
手
当
を
出
し
て
い
る
」
割
合
が
36
.6
％
と
な
っ
て
い
る
（
表
11
）
。
 

 表
10
 
社
会
福
祉
士
専
用
・
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
 

 

 表
11
 
社
会
福
祉
士
の
有
資
格
者
手
当
の
有
無
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

保
健
医
療
機
関
（
別
調
査
※
）
 

 
 

回
答 数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

手
当
を
出
し
て
い
る
 

23
9 

29
.7
 

37
 

36
.6
 

37
 

36
.6
 

手
当
を
出
し
て
い
な
い
 

45
4 

56
.3
 

54
 

53
.5
 

54
 

53
.5
 

そ
の
他
 

55
 

6.
8 

5 
5.
0 

5 
5.
0 

無
回
答
 

58
 

7.
2 

5 
5.
0 

5 
5.
0 

全
体
 

80
6 

10
0.
0 

10
1 

10
0.
0 

10
1 

10
0.
0 

 
 

 
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

保
健
医
療
機
関
 

 
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

作
成
し
て
い
る
 

48
 

6.
0 

40
 

6.
5 

24
 

23
.8
 

作
成
し
て
い
な
い
 

71
2 

88
.3
 

55
9 

91
.2
 

71
 

70
.3
 

そ
の
他
 

11
 

1.
4 

10
 

1.
6 

3 
3.
0 

無
回
答
 

35
 

4.
3 

4 
0.
7 

3 
3.
0 

全
体
 

80
6 

10
0.
0 

61
3 
 

10
0.
0 

10
1 

10
0.
0 

14



 
「
有
資
格
者
手
当
の
有
無
」
に
つ
い
て
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
み
る
と
、
給
与
表
等
を
「
作
成
し
て
い
る
」
事
業
者
が
「
手
当
を
出
し
て

い
る
」
割
合
が
58
.3
％
で
、
「
作
成
し
て
い
な
い
」
事
業
所
で
「
手
当
を
出
し
て
い
る
」
の
29
.5
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
同
じ
ク
ロ
ス
表
を
社
会
福
祉
士
の
い
る
事
業
所
の
み
で
み
て
も
，

同
様
の
傾
向
で
あ
る
（
表
12
，
13
）
 

 表
12
 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
有
資
格
者
手
当
の
有
無
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

（
回
答
数
）
 

手
当
を
出
し
て

い
る
 

手
当
を
出
し
て

い
な
い
 

そ
の
他
 

無
回
答
 

作
成
し
て
い
る
 

（
48
）
10
0.
0 

58
.3
 

31
.3
 

8.
3 

2.
1 

作
成
し
て
い
な
い
 

（
71
2）
10
0.
0 

29
.5
 

61
.1
 

6.
3 

3.
1 

そ
の
他
 

（
11
）
10
0.
0 

9.
1 

36
.4
 

54
.5
 

0.
0 

無
回
答
 

（
35
）
10
0.
0 

0.
0 

0.
0 

0.
0 

10
0.
0 

全
体
 

（
80
6）
10
0.
0 

29
.7
 

56
.3
 

6.
8 

7.
2 

 表
13
 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
有
資
格
者
手
当
の
有
無
（
社
会
福
祉
士
の
い
る
事
業
所
の
み
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

（
回
答
数
）
 

手
当
を
出
し
て

い
る
 

手
当
を
出
し
て

い
な
い
 

そ
の
他
 

無
回
答
 

作
成
し
て
い
る
 

（
40
）
10
0.
0 

62
.5
 

30
.0
 

7.
5 

0.
0 

作
成
し
て
い
な
い
 

（
55
9）
10
0.
0 

34
.0
 

60
.3
 

5.
5 

0.
2 

そ
の
他
 

（
10
）
10
0.
0 

10
.0
 

40
.0
 

50
.0
 

0.
0 

無
回
答
 

（
4）
10
0.
0 

0.
0 

0.
0 

0.
0 

10
0.
0 

全
体
 

（
61
3）
10
0.
0 

35
.2
 

57
.6
 

6.
4 

0.
8 

 

15



６
）
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
支
援
策
の
有
無
 

 
社
会
福
祉
士
の
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
「
支
援
策
が
あ
る
」
割
合
は
、
全
体
で
は
24
.4
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
福
祉
士
が
い
る
事
業
所
の
み
に
限
定
す
る
と
28
.9
％
と
な
る
（
表

14
）
。
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
支
援
策
の
有
無
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
み
る
と
、
給
与
表
等
を
「
作
成
し
て
い
な
い
」
事
業
者

の
「
支
援
策
が
あ
る
」
割
合
が
、
給
与
表
等
を
「
作
成
し
て
い
る
」
事
業
者
の
「
支
援
策
が
あ
る
」
を
若
干
上
回
っ
て
お
り
，
こ
の
傾
向
は
社
会
福
祉
士
の
い
る
事
業
所
の
み
の
集
計
で

も
同
様
で
あ
る
（
表
15
，
16
）
。
 

 表
14
 
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
支
援
策
の
有
無
 

 
 

 
 

 
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

 
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

支
援
策
が
あ
る
 

19
7 

24
.4
 

17
7 

28
.9
 

支
援
策
は
な
い
 

52
6 

65
.3
 

40
4 

65
.9
 

そ
の
他
 

33
 

4.
1 

25
 

4.
1 

無
回
答
 

50
 

6.
2 

7 
1.
1 

全
体
 

80
6 

10
0.
0 

61
3 

10
0.
0 

 表
15
 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
支
援
策
の
有
無
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

（
回
答
数
）
 

支
援
策
が
あ
る
 
支
援
策
は
な
い
 

そ
の
他
 

無
回
答
 

作
成
し
て
い
る
 

（
48
）
10
0.
0 

22
.9
 

72
.9
 

2.
1 

2.
1 

作
成
し
て
い
な
い
 

（
71
2）
10
0.
0 

25
.6
 

68
.7
 

3.
9 

1.
8 

そ
の
他
 

（
11
）
10
0.
0 

36
.4
 

18
.2
 

36
.4
 

9.
1 

無
回
答
 

（
35
）
10
0.
0 

0.
0 

0.
0 

0.
0 

10
0.
0 

全
体
 

（
80
6）
10
0.
0 

24
.4
 

65
.3
 

4.
1 

6.
2 

 表
16
 
社
会
福
祉
士
専
用
の
給
与
表
・
等
級
表
の
有
無
別
の
資
格
希
望
取
得
者
へ
の
支
援
策
の
有
無
（
社
会
福
祉
士
の
い
る
事
業
所
の
み
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

（
回
答
数
）
 

支
援
策
が
あ
る
 
支
援
策
は
な
い
 

そ
の
他
 

無
回
答
 

作
成
し
て
い
る
 

（
40
）
10
0.
0 

25
.0
 

72
.5
 

0.
0 

2.
5 

作
成
し
て
い
な
い
 

（
55
9）
10
0.
0 

29
.2
 

66
.7
 

3.
8 

0.
4 

そ
の
他
 

（
10
）
10
0.
0 

40
.0
 

20
.0
 

40
.0
 

0.
0 

無
回
答
 

（
4）
10
0.
0 

0.
0 

0.
0 

0.
0 

10
0.
0 

全
体
 

（
61
3）
10
0.
0 

28
.9
 

65
.9
 

4.
1 

1.
1 

16



２
 
児
童
分
野
で
の
雇
用
ニ
ー
ズ
 

１
）
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

 
児
童
分
野
に
お
い
て
設
定
し
た
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
16
項
目
す
べ
て
が
，
半
数
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
，
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
は
11
項
目
，
８
割
以
上
だ
と

７
項
目
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
家
族
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
６
項
目
の
う
ち
，
５
項
目
（
「
家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
」
「
家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
」

「
家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
「
家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
「
子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
」
）
が
８
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
子
ど
も
へ
の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
５
項
目
で
は
，
３
項
目
（
「
子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
」
「
被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ

り
が
困
難
で
あ
る
」
「
子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難
し
い
」
）
が
８
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
（
表
17
）
。
 

 表
17
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
 

課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
認

識
し

て
い る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
認
識

し
て

い
る

計
 

大
い

に
認

識
し

て
い

る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

認
識

し
て

い
な

い
計
 
あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な

い
 

 
 

子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

53
 

66
 

13
 

3 
3 
86
.2
 
38
.4
 
47
.8
 
11
.6
 
9.
4 

2.
2 

2.
2 

子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
 
13
8 

37
 

69
 

23
 

6 
3 
76
.8
 
26
.8
 
50
.0
 
21
.0
 
16
.7
 
4.
3 

2.
2 

子
ど
も
同
士
の
関
係
を
理
解
し
、
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

40
 

60
 

29
 

7 
2 
72
.5
 
29
.0
 
43
.5
 
26
.1
 
21
.0
 
5.
1 

1.
4 

被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

61
 

56
 

17
 

3 
1 
84
.8
 
44
.2
 
40
.6
 
14
.5
 
12
.3
 
2.
2 

0.
7 

子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難
し
い
 

13
8 

54
 

62
 

16
 

5 
1 
84
.1
 
39
.1
 
44
.9
 
15
.2
 
11
.6
 
3.
6 

0.
7 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

55
 

58
 

18
 

6 
1 
81
.9
 
39
.9
 
42
.0
 
17
.4
 
13
.0
 
4.
3 

0.
7 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

13
8 

56
 

58
 

18
 

5 
1 
82
.6
 
40
.6
 
42
.0
 
16
.7
 
13
.0
 
3.
6 

0.
7 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

13
8 

60
 

64
 

8 
3 

3 
89
.9
 
43
.5
 
46
.4
 
8.
0 

5.
8 

2.
2 

2.
2 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

41
 

59
 

35
 

2 
1 
72
.5
 
29
.7
 
42
.8
 
26
.8
 
25
.4
 
1.
4 

0.
7 

家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

13
8 

36
 

75
 

23
 

3 
1 
80
.4
 
26
.1
 
54
.3
 
18
.8
 
16
.7
 
2.
2 

0.
7 

子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
 

13
8 

33
 

77
 

21
 

6 
1 
79
.7
 
23
.9
 
55
.8
 
19
.6
 
15
.2
 
4.
3 

0.
7 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

13
8 

23
 

59
 

49
 

6 
1 
59
.4
 
16
.7
 
42
.8
 
39
.9
 
35
.5
 
4.
3 

0.
7 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

17
 

60
 

50
 

9 
2 
55
.8
 
12
.3
 
43
.5
 
42
.8
 
36
.2
 
6.
5 

1.
4 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

13
8 

28
 

53
 

44
 

9 
4 
58
.7
 
20
.3
 
38
.4
 
38
.4
 
31
.9
 
6.
5 

2.
9 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

13
8 

30
 

64
 

35
 

7 
2 
68
.1
 
21
.7
 
46
.4
 
30
.4
 
25
.4
 
5.
1 

1.
4 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

19
 

52
 

57
 

8 
2 
51
.4
 
13
.8
 
37
.7
 
47
.1
 
41
.3
 
5.
8 

1.
4 

17



２
）
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
児
童
分
野
に
お
い
て
社
会
福
祉
へ
期
待
し
て
い
る
項
目
は
、
「
子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
」
と
「
被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ
り
が
困
難
で
あ
る
」

が
と
も
に
58
.0
％
で
第
一
位
で
あ
る
。
課
題
と
し
て
設
定
し
た
16
項
目
の
う
ち
12
項
目
に
つ
い
て
，
半
数
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
る
。
と
く
に
子
ど
も
へ

の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
５
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
は
，
半
数
以
上
が
期
待
し
て
い
る
。
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
の
不
在
」
「
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役

割
の
不
在
」
「
年
次
計
画
立
案
の
困
難
」
と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
も
，
半
数
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
る
。
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
を
質
問
し
た
選
択
肢

に
得
点
を
与
え
平
均
値
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
項
目
に
お
い
て
１
点
以
下
と
な
っ
て
い
る
（
表
18
，
19
）
。
 

  表
18
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
期

待
し

て
い る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
期
待

し
て

い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

期
待

し
て

い
な

い
 

計
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な

い
 

 
 

子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

28
 

52
 

34
 

4 
20
 
58
.0
 
20
.3
 
37
.7
 
27
.5
 
24
.6
 
2.
9 
14
.5
 

子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し

い
 

13
8 

25
 

50
 

37
 

5 
21
 
54
.3
 
18
.1
 
36
.2
 
30
.4
 
26
.8
 
3.
6 
15
.2
 

子
ど
も
同
士
の
関
係
を
理
解
し
、
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

18
 

53
 

41
 

4 
22
 
51
.4
 
13
.0
 
38
.4
 
32
.6
 
29
.7
 
2.
9 
15
.9
 

被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

29
 

51
 

35
 

3 
20
 
58
.0
 
21
.0
 
37
.0
 
27
.5
 
25
.4
 
2.
2 
14
.5
 

子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難
し
い
 

13
8 

22
 

52
 

39
 

3 
22
 
53
.6
 
15
.9
 
37
.7
 
30
.4
 
28
.3
 
2.
2 
15
.9
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

24
 

53
 

36
 

4 
21
 
55
.8
 
17
.4
 
38
.4
 
29
.0
 
26
.1
 
2.
9 
15
.2
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

13
8 

28
 

44
 

41
 

3 
22
 
52
.2
 
20
.3
 
31
.9
 
31
.9
 
29
.7
 
2.
2 
15
.9
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

13
8 

23
 

53
 

36
 

3 
23
 
55
.1
 
16
.7
 
38
.4
 
28
.3
 
26
.1
 
2.
2 
16
.7
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

18
 

48
 

45
 

4 
23
 
47
.8
 
13
.0
 
34
.8
 
35
.5
 
32
.6
 
2.
9 
16
.7
 

家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

13
8 

21
 

48
 

43
 

4 
22
 
50
.0
 
15
.2
 
34
.8
 
34
.1
 
31
.2
 
2.
9 
15
.9
 

子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
 

13
8 

17
 

45
 

48
 

4 
24
 
44
.9
 
12
.3
 
32
.6
 
37
.7
 
34
.8
 
2.
9 
17
.4
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

13
8 

19
 

46
 

44
 

4 
25
 
47
.1
 
13
.8
 
33
.3
 
34
.8
 
31
.9
 
2.
9 
18
.1
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

17
 

35
 

55
 

5 
26
 
37
.7
 
12
.3
 
25
.4
 
43
.5
 
39
.9
 
3.
6 
18
.8
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

13
8 

21
 

52
 

37
 

4 
24
 
52
.9
 
15
.2
 
37
.7
 
29
.7
 
26
.8
 
2.
9 
17
.4
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

13
8 

26
 

50
 

36
 

4 
22
 
55
.1
 
18
.8
 
36
.2
 
29
.0
 
26
.1
 
2.
9 
15
.9
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

13
8 

16
 

53
 

42
 

4 
23
 
50
.0
 
11
.6
 
38
.4
 
33
.3
 
30
.4
 
2.
9 
16
.7
 

18



表
19
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
・
「
期
待
し
て
い
る
計
」
で
並
べ
替
え
・
再
掲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
％
）
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
 
 

 

期
待

し
て

い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

平
均 値
 

子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
58
.0
 
20
.3
 
37
.7
 
0.
56
 

被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ
り
が
困
難
で
あ
る
 

58
.0
 
21
.0
 
37
.0
 
0.
58
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 
55
.8
 
17
.4
 
38
.4
 
0.
49
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
55
.1
 
16
.7
 
38
.4
 
0.
50
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
55
.1
 
18
.8
 
36
.2
 
0.
50
 

子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し

い
 

54
.3
 
18
.1
 
36
.2
 
0.
45
 

子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難
し
い
 

 
 
 
 
 
53
.6
 
15
.9
 
37
.7
 
0.
44
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 
52
.9
 
15
.2
 
37
.7
 
0.
43
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 
52
.2
 
20
.3
 
31
.9
 
0.
46
 

子
ど
も
同
士
の
関
係
を
理
解
し
、
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
51
.4
 
13
.0
 
38
.4
 
0.
34
 

家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
50
.0
 
15
.2
 
34
.8
 
0.
34
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
50
.0
 
11
.6
 
38
.4
 
0.
30
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
47
.8
 
13
.0
 
34
.8
 
0.
27
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

 
 
 
47
.1
 
13
.8
 
33
.3
 
0.
28
 

子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
 

 
 
 
 
 
44
.9
 
12
.3
 
32
.6
 
0.
20
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
37
.7
 
12
.3
 
25
.4
 
0.
04
 

得
点
の
与
え
方
 

 
 

課
題
の
認
識
 

大
い
に
認
識
し
て
い
る
 

２
点
 

ま
あ
認
識
し
て
い
る
 

１
点
 

あ
ま
り
認
識
し
て
い
な
い
 

－
１
点
 

ま
っ
た
く
認
識
し
て
い
な
い
 

－
２
点
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

大
い
に
期
待
し
て
い
る
 

２
点
 

ま
あ
期
待
し
て
い
る
 

１
点
 

あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
い
 

－
１
点
 

ま
っ
た
く
期
待
し
て
い
な
い
 

－
２
点
 

2/



３
）
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
 

 
児
童
分
野
に
お
け
る
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
を
み
る
と
、
認
識
し
て
い
る
割
合
が
最
も
多
い
「
家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し

い
」
（
89
.9
％
）
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
士
に
期
待
し
て
い
る
割
合
を
み
る
と
55
.1
％
で
、
30
％
の
差
が
あ
る
。
次
い
で
認
識
し
て
い
る
割
合
が
高
い
「
子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー

ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
」
（
86
.2
％
）
に
お
い
て
も
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
は
58
.0
％
と
、
認
識
と
期
待
の
差
が
約
３
割
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
認
識
と
期
待
の
差
の
大
き
い

項
目
は
、
「
子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
」
「
家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
「
家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
」
「
子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難

し
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
 

全
体
と
し
て
、
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
が
高
い
項
目
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
し
て
い
る
割
合
と
の
差
が
大
き
い
傾
向
に
あ
る
（
表
20
）
。
 

 表
20
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
比
較
 

  
                       

回
答
割
合
（
％
）
 

平
均
値
 

 
課
題
を
認

識
し
て
い

る
計

（
Ａ
）
 

社
福
士
に

期
待
し
て

い
る
計

（
Ｂ
）
 

Ｂ
－
Ａ
 
課
題
の
認
識

の
平
均
値
 

（
Ｅ
）
 

社
福
士
へ

の
期
待
の

平
均
値
 

（
Ｆ
）
 

Ｆ
－
Ｅ
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
 

89
.9
 

55
.1
 
-3
4.
8 

1.
26
 

0.
50
 
-0
.7
6 

子
ど
も
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ

る
 

 
 
 

86
.2
 

58
.0
 
-2
8.
3 

1.
13
 

0.
56
 
-0
.5
7 

被
虐
待
児
へ
の
か
か
わ
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 
 

84
.8
 

58
.0
 
-2
6.
8 

1.
13
 

0.
58
 
-0
.5
6 

子
ど
も
へ
の
心
の
ケ
ア
が
難
し
い
 

 
 
 
 
 
 

84
.1
 

53
.6
 
-3
0.
4 

1.
05
 

0.
44
 
-0
.6
1 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 
 

82
.6
 

52
.2
 
-3
0.
4 

1.
04
 

0.
46
 
-0
.5
8 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 
 

81
.9
 

55
.8
 
-2
6.
1 

1.
01
 

0.
49
 
-0
.5
2 

家
族
と
子
ど
も
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
 

80
.4
 

50
.0
 
-3
0.
4 

0.
86
 

0.
34
 
-0
.5
3 

子
育
て
不
安
へ
の
対
応
が
難
し
い
 

 
 
 
 
 
 

79
.7
 

44
.9
 
-3
4.
8 

0.
80
 

0.
20
 
-0
.6
0 

子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案

が
難
し
い
 

76
.8
 

54
.3
 
-2
2.
5 

0.
80
 

0.
45
 
-0
.3
5 

子
ど
も
同
士
の
関
係
を
理
解
し
、
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
 

 
 

72
.5
 

51
.4
 
-2
1.
0 

0.
71
 

0.
34
 
-0
.3
7 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 
 
 
 
 

72
.5
 

47
.8
 
-2
4.
6 

0.
74
 

0.
27
 
-0
.4
7 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 

68
.1
 

55
.1
 
-1
3.
0 

0.
55
 

0.
50
 
-0
.0
5 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 
 
 
 
 

59
.4
 

47
.1
 
-1
2.
3 

0.
32
 

0.
28
 
-0
.0
4 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 
 

58
.7
 

52
.9
 

-5
.8
 

0.
35
 

0.
43
 

0.
08
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 
 
 
 
 

55
.8
 

37
.7
 
-1
8.
1 

0.
19
 

0.
04
 
-0
.1
6 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
 

 
 
 

51
.4
 

50
.0
 

-1
.4
 

0.
13
 

0.
30
 

0.
18
 

20



３
 
障
害
分
野
（
障
害
児
・
精
神
障
害
分
野
を
含
む
）
で
の
雇
用
ニ
ー
ズ
 

１
）
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

 
障
害
分
野
に
お
い
て
設
定
し
た
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
16
項
目
す
べ
て
が
，
６
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
，
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
は
14
項
目
，
８
割
以
上
だ
と
６

項
目
（
「
障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
」
「
障
害
者
の
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
」
「
障
害
者
の
持
つ
問

題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
」
「
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
」
「
就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い

く
の
が
困
難
で
あ
る
」
「
家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
）
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
障
害
者
へ
の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
６
項
目
の
う
ち
，
５
項
目
が
８
割

以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
家
族
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
５
項
目
で
は
，
す
べ
て
が
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
（
表
21
）
。
 

 表
21
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
 

課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回
答
 

 
集
計

対
象 数
 

大
い

に
認

識
し

て
い る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ
た

く
認
識

し
て
い

な
い
 

無
回 答
 
認
識

し
て

い
る

計
 

大
い
に

認
識
し

て
い
る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

認
識

し
て

い
な

い
計
 

あ
ま
り

認
識
し

て
い
な

い
 

ま
っ
た

く
認
識

し
て
い

な
い
 

 
 

障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
難
し
い
 

24
1 

15
3 

75
 

10
 

1 
2 
94
.6
 
63
.5
 
31
.1
 
4.
6 

4.
1 

0.
4 

0.
8 

障
害
者
の
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
を
目
指
し
た
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

24
1 

10
2 

10
3 

23
 

6 
7 
85
.1
 
42
.3
 
42
.7
 
12
.0
 

9.
5 

2.
5 

2.
9 

障
害
者
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が

困
難
で
あ
る
 

24
1 

99
 
11
4 

23
 

2 
3 
88
.4
 
41
.1
 
47
.3
 
10
.4
 

9.
5 

0.
8 

1.
2 

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ

ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
 

24
1 

11
4 

10
3 

16
 

5 
3 
90
.0
 
47
.3
 
42
.7
 
8.
7 

6.
6 

2.
1 

1.
2 

「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の
作
成
お
よ
び
実
施
が

難
し
い
 

24
1 

10
1 

82
 

43
 

6 
9 
75
.9
 
41
.9
 
34
.0
 
20
.3
 

17
.8
 

2.
5 

3.
7 

就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い
く
の
が
困

難
で
あ
る
 

24
1 

15
7 

57
 

19
 

5 
3 
88
.8
 
65
.1
 
23
.7
 
10
.0
 

7.
9 

2.
1 

1.
2 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

70
 
10
5 

59
 

5 
2 
72
.6
 
29
.0
 
43
.6
 
26
.6
 

24
.5
 

2.
1 

0.
8 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

24
1 

71
 
10
2 

55
 

9 
4 
71
.8
 
29
.5
 
42
.3
 
26
.6
 

22
.8
 

3.
7 

1.
7 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

24
1 

75
 
11
8 

41
 

3 
4 
80
.1
 
31
.1
 
49
.0
 
18
.3
 

17
.0
 

1.
2 

1.
7 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
 

24
1 

67
 
11
1 

56
 

4 
3 
73
.9
 
27
.8
 
46
.1
 
24
.9
 

23
.2
 

1.
7 

1.
2 

家
族
と
障
害
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

24
1 

73
 

99
 

60
 

4 
5 
71
.4
 
30
.3
 
41
.1
 
26
.6
 

24
.9
 

1.
7 

2.
1 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難

し
い
 

24
1 

59
 
10
3 

63
 

11
 

5 
67
.2
 
24
.5
 
42
.7
 
30
.7
 

26
.1
 

4.
6 

2.
1 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で

あ
る
 

24
1 

69
 
10
4 

56
 

5 
7 
71
.8
 
28
.6
 
43
.2
 
25
.3
 

23
.2
 

2.
1 

2.
9 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

24
1 

85
 

97
 

49
 

4 
6 
75
.5
 
35
.3
 
40
.2
 
22
.0
 

20
.3
 

1.
7 

2.
5 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な

い
 

24
1 

10
3 

83
 

44
 

5 
6 
77
.2
 
42
.7
 
34
.4
 
20
.3
 

18
.3
 

2.
1 

2.
5 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
 

24
1 

66
 

94
 

67
 

8 
6 
66
.4
 
27
.4
 
39
.0
 
31
.1
 

27
.8
 

3.
3 

2.
5 

21



２
）
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
課
題
と
し
て
設
定
し
た
16
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
，
６
割
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
た
。
さ
ら
に
14
項
目
に
つ
い
て
は
，
７
割
以
上
が
期
待
し
て
い
た
。
と
く

に
障
害
者
へ
の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
５
項
目
の
う
ち
３
項
目
（
「
障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
」
「
障
害
者
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー

ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
」
「
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
」
）
に
つ
い
て
，
８
割
以
上
が
対
応
を
期
待
し
て
い
た
。

「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
の
不
在
」
「
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
の
不
在
」
「
年
次
計
画
立
案
の
困
難
」
と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
も
，
７
割
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る

対
応
を
期
待
し
て
い
た
（
表
22
，
23
）
。
 

 表
22
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
期

待
し

て
い る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
期
待

し
て

い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

期
待

し
て

い
な

い
計
 
あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な

い
 

 
 

障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

24
1 

10
3 

95
 

29
 

2 
12
 
82
.2
 
42
.7
 
39
.4
 
12
.9
 
12
.0
 
0.
8 

5.
0 

障
害
者
の
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

24
1 

88
 
10
4 

31
 

3 
15
 
79
.7
 
36
.5
 
43
.2
 
14
.1
 
12
.9
 
1.
2 

6.
2 

障
害
者
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

10
2 

94
 

32
 

1 
12
 
81
.3
 
42
.3
 
39
.0
 
13
.7
 
13
.3
 
0.
4 

5.
0 

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し

い
 

24
1 

11
8 

86
 

23
 

2 
12
 
84
.6
 
49
.0
 
35
.7
 
10
.4
 
9.
5 

0.
8 

5.
0 

「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の
作
成
お
よ
び
実
施
が
難
し
い
 

24
1 

95
 

87
 

37
 

4 
18
 
75
.5
 
39
.4
 
36
.1
 
17
.0
 
15
.4
 
1.
7 

7.
5 

就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い
く
の
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

76
 

85
 

58
 

6 
16
 
66
.8
 
31
.5
 
35
.3
 
26
.6
 
24
.1
 
2.
5 

6.
6 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

76
 
10
5 

40
 

8 
12
 
75
.1
 
31
.5
 
43
.6
 
19
.9
 
16
.6
 
3.
3 

5.
0 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

24
1 

75
 
10
2 

42
 

9 
13
 
73
.4
 
31
.1
 
42
.3
 
21
.2
 
17
.4
 
3.
7 

5.
4 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

24
1 

75
 
10
1 

43
 

8 
14
 
73
.0
 
31
.1
 
41
.9
 
21
.2
 
17
.8
 
3.
3 

5.
8 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

63
 
10
9 

48
 

7 
14
 
71
.4
 
26
.1
 
45
.2
 
22
.8
 
19
.9
 
2.
9 

5.
8 

家
族
と
障
害
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

24
1 

75
 
10
6 

38
 

7 
15
 
75
.1
 
31
.1
 
44
.0
 
18
.7
 
15
.8
 
2.
9 

6.
2 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

24
1 

83
 

93
 

45
 

4 
16
 
73
.0
 
34
.4
 
38
.6
 
20
.3
 
18
.7
 
1.
7 

6.
6 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

68
 

92
 

59
 

8 
14
 
66
.4
 
28
.2
 
38
.2
 
27
.8
 
24
.5
 
3.
3 

5.
8 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

24
1 

90
 

94
 

37
 

4 
16
 
76
.3
 
37
.3
 
39
.0
 
17
.0
 
15
.4
 
1.
7 

6.
6 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

24
1 

10
3 

81
 

34
 

5 
18
 
76
.3
 
42
.7
 
33
.6
 
16
.2
 
14
.1
 
2.
1 

7.
5 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

24
1 

77
 

92
 

46
 

8 
18
 
70
.1
 
32
.0
 
38
.2
 
22
.4
 
19
.1
 
3.
3 

7.
5 

22



表
23
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
・
「
期
待
し
て
い
る
計
」
で
並
べ
替
え
・
再
掲
 

 
 

 
（
％
）
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
 
 

 

期
待
し
て

い
る
計
 
大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

平
均
値
 

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が

難
し
い
 

84
.6
 
49
.0
 
35
.7
 

1.
29
 

障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
82
.2
 
42
.7
 
39
.4
 

1.
17
 

障
害
者
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

81
.3
 
42
.3
 
39
.0
 

1.
15
 

障
害
者
の
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

79
.7
 
36
.5
 
43
.2
 

1.
08
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 

76
.3
 
37
.3
 
39
.0
 

1.
02
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 

76
.3
 
42
.7
 
33
.6
 

1.
09
 

「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の
作
成
お
よ
び
実
施
が
難
し
い
 

 
 

75
.5
 
39
.4
 
36
.1
 

1.
04
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 

75
.1
 
31
.5
 
43
.6
 

0.
88
 

家
族
と
障
害
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 

75
.1
 
31
.1
 
44
.0
 

0.
90
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 

73
.4
 
31
.1
 
42
.3
 

0.
84
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 

73
.0
 
31
.1
 
41
.9
 

0.
85
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

 
 
 

73
.0
 
34
.4
 
38
.6
 

0.
92
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 

71
.4
 
26
.1
 
45
.2
 

0.
76
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

70
.1
 
32
.0
 
38
.2
 

0.
83
 

就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い
く
の
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

66
.8
 
31
.5
 
35
.3
 

0.
74
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 

66
.4
 
28
.2
 
38
.2
 

0.
67
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３
）
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
 

 
障
害
分
野
に
お
け
る
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
を
み
る
と
、
認
識
し
て
い
る
割
合
が
最
も
多
い
「
障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
が
難
し
い
」
（
94
.6
％
）
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
士
に
期
待
し
て
い
る
割
合
を
み
る
と
82
.2
％
と
期
待
値
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
認
識
し
て
い
る
割
合
が
高
い
「
障
害
者

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
」
（
90
.0
％
）
に
お
い
て
も
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
は
84
.6
％
と
高
く
、
認
識
と
期
待
が
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
認
識
と
期
待
の
差
の
大
き
い
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
は
、
「
就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い
く
の
が
困
難
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
認
識
が
低
い
「
行
政
や

学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
」
「
施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
な
ど
で
は
、
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
す
る
割
合
が
、
認
識
し

て
い
る
割
合
を
上
回
っ
て
い
る
（
表
24
）
。
 

 表
24
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
比
較
 

 
 

 
（
％
）
 

回
答
割
合
（
％
）
 

平
均
値
 

 
課
題
を
認

識
し
て
い

る
計

（
Ａ
）
 

社
福
士
に

期
待
し
て

い
る
計

（
Ｂ
）
 

Ｂ
－
Ａ
 

課
題
の

認
識
の

平
均
値
 

（
Ｅ
）
 

社
福
士

へ
の
期

待
の
平

均
値
 

（
Ｆ
）
 

Ｆ
－
Ｅ
 

障
害
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
94
.6
 

82
.2
 

-1
2.
4 

1.
54
 
1.
17
 
-0
.3
7 

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
 

90
.0
 

84
.6
 

-5
.4
 
1.
28
 
1.
29
 

0.
01
 

就
労
に
結
び
つ
け
・
就
労
を
維
持
し
て
い
く
の
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

88
.8
 

66
.8
 

-2
2.
0 

1.
44
 
0.
74
 
-0
.6
9 

障
害
者
の
持
つ
問
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
的
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

88
.4
 

81
.3
 

-7
.1
 
1.
20
 
1.
15
 
-0
.0
4 

障
害
者
の
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

85
.1
 

79
.7
 

-5
.4
 
1.
16
 
1.
08
 
-0
.0
9 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 

80
.1
 

73
.0
 

-7
.1
 
0.
93
 
0.
85
 
-0
.0
9 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 

77
.2
 

76
.3
 

-0
.8
 
1.
00
 
1.
09
 

0.
09
 

「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の
作
成
お
よ
び
実
施
が
難
し
い
 

 
 

75
.9
 

75
.5
 

-0
.4
 
0.
99
 
1.
04
 

0.
05
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 

75
.5
 

76
.3
 

0.
8 

0.
89
 
1.
02
 

0.
12
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 

73
.9
 

71
.4
 

-2
.5
 
0.
76
 
0.
76
 

0.
00
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 

72
.6
 

75
.1
 

2.
5 

0.
74
 
0.
88
 

0.
14
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 

71
.8
 

73
.4
 

1.
7 

0.
72
 
0.
84
 

0.
12
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 

71
.8
 

66
.4
 

-5
.4
 
0.
75
 
0.
67
 
-0
.0
8 

家
族
と
障
害
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 

71
.4
 

75
.1
 

3.
7 

0.
75
 
0.
90
 

0.
15
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

 
 
 

67
.2
 

73
.0
 

5.
8 

0.
58
 
0.
92
 

0.
34
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 

66
.4
 

70
.1
 

3.
7 

0.
61
 
0.
83
 

0.
22
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４
 
高
齢
分
野
で
の
雇
用
ニ
ー
ズ
 

１
）
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

 
高
齢
分
野
に
お
い
て
設
定
し
た
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
16
項
目
の
う
ち
，
１
項
目
を
除
い
て
す
べ
て
が
６
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
，
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
は

13
項
目
，
８
割
以
上
だ
と
６
項
目
（
「
高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
」
「
高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し

い
」
「
高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
」
「
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
」
「
認
知
症
の
あ
る

高
齢
者
へ
の
か
か
わ
り
が
難
し
い
」
「
家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
）
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
高
齢
者
へ
の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
６
項
目
の
う
ち
，

５
項
目
が
８
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
家
族
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
５
項
目
で
は
，
す
べ
て
が
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
た
（
表
25
）
。
 

 表
25
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
 

課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
認

識
し

て
い る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
認
識

し
て

い
る

計
 

大
い

に
認

識
し

て
い

る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

認
識

し
て

い
な

い
計
 
あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な

い
 

 
 

高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

51
5 

29
0 

18
6 

28
 

1 
10
 
92
.4
 
56
.3
 
36
.1
 
5.
6 

5.
4 

0.
2 

1.
9 

高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

51
5 

25
7 

20
6 

38
 

0 
14
 
89
.9
 
49
.9
 
40
.0
 
7.
4 

7.
4 

0.
0 

2.
7 

高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

21
4 

24
6 

41
 

1 
13
 
89
.3
 
41
.6
 
47
.8
 
8.
2 

8.
0 

0.
2 

2.
5 

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し

い
 

51
5 

21
3 

23
3 

54
 

3 
12
 
86
.6
 
41
.4
 
45
.2
 
11
.1
 
10
.5
 
0.
6 

2.
3 

認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
へ
の
か
か
わ
り
が
難
し
い
 

51
5 

26
7 

18
1 

48
 

5 
14
 
87
.0
 
51
.8
 
35
.1
 
10
.3
 
9.
3 

1.
0 

2.
7 

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
運
営
が
難
し
い
思
う
よ
う
に
効
果
が
上
が
ら
な
い
 

51
5 

14
6 

13
6 

97
 

35
 
10
1 
54
.8
 
28
.3
 
26
.4
 
25
.6
 
18
.8
 
6.
8 
19
.6
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

14
4 

25
1 

95
 

7 
18
 
76
.7
 
28
.0
 
48
.7
 
19
.8
 
18
.4
 
1.
4 

3.
5 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

51
5 

13
9 

24
6 

10
5 

6 
19
 
74
.8
 
27
.0
 
47
.8
 
21
.6
 
20
.4
 
1.
2 

3.
7 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

51
5 

15
3 

26
3 

78
 

6 
15
 
80
.8
 
29
.7
 
51
.1
 
16
.3
 
15
.1
 
1.
2 

2.
9 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

13
4 

24
6 

11
2 

6 
17
 
73
.8
 
26
.0
 
47
.8
 
22
.9
 
21
.7
 
1.
2 

3.
3 

家
族
と
高
齢
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

51
5 

14
7 

24
6 

95
 

7 
20
 
76
.3
 
28
.5
 
47
.8
 
19
.8
 
18
.4
 
1.
4 

3.
9 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

51
5 

14
2 

22
4 

11
8 

13
 

18
 
71
.1
 
27
.6
 
43
.5
 
25
.4
 
22
.9
 
2.
5 

3.
5 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

14
2 

21
6 

12
6 

13
 

18
 
69
.5
 
27
.6
 
41
.9
 
27
.0
 
24
.5
 
2.
5 

3.
5 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

51
5 

18
8 

21
8 

80
 

12
 

17
 
78
.8
 
36
.5
 
42
.3
 
17
.9
 
15
.5
 
2.
3 

3.
3 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

51
5 

21
4 

19
3 

74
 

15
 

19
 
79
.0
 
41
.6
 
37
.5
 
17
.3
 
14
.4
 
2.
9 

3.
7 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

12
7 

21
8 

13
6 

20
 

14
 
67
.0
 
24
.7
 
42
.3
 
30
.3
 
26
.4
 
3.
9 

2.
7 
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２
）
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
課
題
と
し
て
設
定
し
た
16
項
目
の
う
ち
１
項
目
を
除
い
た
す
べ
て
に
つ
い
て
，
７
割
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
た
。
と
く
に
高
齢
者
へ
の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
に
関
す
る
５
項
目
の
う
ち
４
項
目
（
（
「
高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
」
「
高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難

し
い
」
「
高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
」
「
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
」
）
に
つ
い
て
，

８
割
以
上
が
対
応
を
期
待
し
て
い
た
。
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
の
不
在
」
「
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
の
不
在
」
と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
も
，
８
割
近
く
が
社
会
福
祉

士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
た
（
表
26
，
27
）
。
 

 表
26
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
期

待
し

て
い る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
期
待

し
て

い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

期
待

し
て

い
な

い
計
 
あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な

い
 

 
 

高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

51
5 

23
6 

20
2 

51
 

2 
24
 
85
.0
 
45
.8
 
39
.2
 
10
.3
 
9.
9 

0.
4 

4.
7 

高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

51
5 

19
3 

23
2 

62
 

1 
27
 
82
.5
 
37
.5
 
45
.0
 
12
.2
 
12
.0
 
0.
2 

5.
2 

高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

19
9 

22
4 

60
 

2 
30
 
82
.1
 
38
.6
 
43
.5
 
12
.0
 
11
.7
 
0.
4 

5.
8 

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し

い
 

51
5 

19
7 

21
9 

66
 

5 
28
 
80
.8
 
38
.3
 
42
.5
 
13
.8
 
12
.8
 
1.
0 

5.
4 

認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
へ
の
か
か
わ
り
が
難
し
い
 

51
5 

16
7 

23
0 

84
 

4 
30
 
77
.1
 
32
.4
 
44
.7
 
17
.1
 
16
.3
 
0.
8 

5.
8 

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
運
営
が
難
し
い
思
う
よ
う
に
効
果
が
上
が
ら
な
い
 

51
5 

10
4 

15
5 

12
7 

26
 
10
3 
50
.3
 
20
.2
 
30
.1
 
29
.7
 
24
.7
 
5.
0 
20
.0
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

18
4 

23
0 

67
 

3 
31
 
80
.4
 
35
.7
 
44
.7
 
13
.6
 
13
.0
 
0.
6 

6.
0 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

51
5 

17
3 

23
8 

69
 

3 
32
 
79
.8
 
33
.6
 
46
.2
 
14
.0
 
13
.4
 
0.
6 

6.
2 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

51
5 

17
9 

22
7 

73
 

4 
32
 
78
.8
 
34
.8
 
44
.1
 
15
.0
 
14
.2
 
0.
8 

6.
2 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

16
3 

23
0 

86
 

6 
30
 
76
.3
 
31
.7
 
44
.7
 
17
.9
 
16
.7
 
1.
2 

5.
8 

家
族
と
高
齢
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

51
5 

17
8 

23
0 

74
 

2 
31
 
79
.2
 
34
.6
 
44
.7
 
14
.8
 
14
.4
 
0.
4 

6.
0 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

51
5 

18
4 

21
5 

80
 

6 
30
 
77
.5
 
35
.7
 
41
.7
 
16
.7
 
15
.5
 
1.
2 

5.
8 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

15
5 

21
3 

10
7 

7 
33
 
71
.5
 
30
.1
 
41
.4
 
22
.1
 
20
.8
 
1.
4 

6.
4 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

51
5 

21
0 

19
1 

75
 

8 
31
 
77
.9
 
40
.8
 
37
.1
 
16
.1
 
14
.6
 
1.
6 

6.
0 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

51
5 

22
5 

18
3 

70
 

6 
31
 
79
.2
 
43
.7
 
35
.5
 
14
.8
 
13
.6
 
1.
2 

6.
0 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

51
5 

16
8 

20
9 

99
 

11
 

28
 
73
.2
 
32
.6
 
40
.6
 
21
.4
 
19
.2
 
2.
1 

5.
4 
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表
27
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
・
「
期
待
し
て
い
る
計
」
で
並
べ
替
え
・
再
掲
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
 
 

 

期
待

し
て

い
る 計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

平
均 値
 

高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
85
.0
 
45
.8
 
39
.2
 
1.
26
 

高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
82
.5
 
37
.5
 
45
.0
 
1.
14
 

高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
82
.1
 
38
.6
 
43
.5
 
1.
15
 

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
 

80
.8
 
38
.3
 
42
.5
 
1.
10
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 
80
.4
 
35
.7
 
44
.7
 
1.
08
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 
79
.8
 
33
.6
 
46
.2
 
1.
05
 

家
族
と
高
齢
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
79
.2
 
34
.6
 
44
.7
 
1.
05
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
79
.2
 
43
.7
 
35
.5
 
1.
14
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
78
.8
 
34
.8
 
44
.1
 
1.
04
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 
77
.9
 
40
.8
 
37
.1
 
1.
07
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

 
 
 
77
.5
 
35
.7
 
41
.7
 
1.
01
 

認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
へ
の
か
か
わ
り
が
難
し
い
 

 
 
 
77
.1
 
32
.4
 
44
.7
 
0.
97
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
76
.3
 
31
.7
 
44
.7
 
0.
94
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
73
.2
 
32
.6
 
40
.6
 
0.
87
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
71
.5
 
30
.1
 
41
.4
 
0.
83
 

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
運
営
が
難
し
い
思
う
よ
う
に
効
果
が
上
が
ら
な
い
 

 
50
.3
 
20
.2
 
30
.1
 
0.
45
 

27



３
）
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
 

 
高
齢
分
野
に
お
け
る
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
を
み
る
と
、
社
会
福
祉
士
に
期
待
し
て
い
る
割
合
が
全
般
的
に
高
い
こ
と
か
ら
、
認
識
し
て
い
る
割

合
と
期
待
し
て
い
る
割
合
の
差
が
小
さ
い
。
 

 表
28
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
比
較
：
（
Ａ
）
で
並
べ
替
え
 

回
答
割
合
（
％
）
 

平
均
値
 

 

課
題
を

認
識
し

て
い
る

計
（
Ａ
）
 

社
福
士

に
期
待

し
て
い

る
計

（
Ｂ
）
 

Ｂ
－

Ａ
 

課
題
の

認
識
の

平
均
値
 

（
Ｅ
）
 

社
福
士

へ
の
期

待
の
平

均
値
 

（
Ｆ
）
 

Ｆ
－ Ｅ
 

高
齢
者
の
「
尊
厳
の
保
持
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
92
.4
 
85
.0
 
-7
.4
 
1.
46
 
1.
26
 

-
0.
20
 

高
齢
者
の
「
自
立
支
援
」
を
目
指
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
難
し
い
 

 
89
.9
 
82
.5
 
-7
.4
 
1.
36
 
1.
14
 

-
0.
23
 

高
齢
者
の
持
つ
ニ
ー
ズ
の
的
確
に
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
89
.3
 
82
.1
 
-7
.2
 
1.
26
 
1.
15
 

-
0.
11
 

認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
へ
の
か
か
わ
り
が
難
し
い
 

 
 
 
87
.0
 
77
.1
 
-9
.9
 
1.
31
 
0.
97
 

-
0.
34
 

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
（
計
画
）
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
立
案
が
難
し
い
 

86
.6
 
80
.8
 
-5
.8
 
1.
19
 
1.
10
 

-
0.
09
 

家
族
の
問
題
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
80
.8
 
78
.8
 
-1
.9
 
0.
96
 
1.
04
 
0.
09
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
79
.0
 
79
.2
 
0.
2 

1.
04
 
1.
14
 
0.
10
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
人
材
が
い
な
い
 

 
 
 
 
78
.8
 
77
.9
 
-1
.0
 
0.
98
 
1.
07
 
0.
09
 

家
族
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
 
76
.7
 
80
.4
 
3.
7 

0.
87
 
1.
08
 
0.
22
 

家
族
と
高
齢
者
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
い
 

 
 
 
76
.3
 
79
.2
 
2.
9 

0.
87
 
1.
05
 
0.
18
 

家
族
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
難
し
い
 

 
 
 
 
74
.8
 
79
.8
 
5.
0 

0.
82
 
1.
05
 
0.
23
 

家
族
の
持
っ
て
い
る
力
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
73
.8
 
76
.3
 
2.
5 

0.
78
 
0.
94
 
0.
16
 

行
政
や
学
校
等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
が
難
し
い
 

 
 
 
71
.1
 
77
.5
 
6.
4 

0.
73
 
1.
01
 
0.
28
 

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
と
の
関
係
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
 
69
.5
 
71
.5
 
1.
9 

0.
70
 
0.
83
 
0.
13
 

施
設
・
組
織
の
年
次
計
画
な
ど
を
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
 

 
 
67
.0
 
73
.2
 
6.
2 

0.
59
 
0.
87
 
0.
28
 

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
運
営
が
難
し
い
思
う
よ
う
に
効
果
が
上
が
ら
な
い
 

 
54
.8
 
50
.3
 
-4
.5
 
0.
63
 
0.
45
 

-
0.
18
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５
 
保
健
医
療
機
関
で
の
雇
用
ニ
ー
ズ
 

１
）
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

 
保
健
医
療
分
野
に
お
い
て
設
定
し
た
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
15
項
目
の
う
ち
，
12
項
目
が
７
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
，
７
項
目
（
「
受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理

面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が
困
難
で
あ
る
」
「
医
療
上
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
い
患
者
の
、
心
理
面
・
生
活
面
の
情
報
収
集
や
支
援
が
困
難
で
あ
る
」
「
医
療
費
や
生
活
費
の
困
難

へ
の
支
援
が
難
し
い
」
「
患
者
・
家
族
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
」
「
転
院
や
在
宅
医
療
に
伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
」
「
退
院
後
の
生
活
の
場
や
療

養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
」
「
地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
」
）
が
８
割
以
上
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
 

 表
29
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
 

課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回

答
 

質
問
項
目
（
課
題
=ニ
ー
ズ
）
 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
認

識
し

て
い る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
認
識

し
て

い
る

計
 

大
い

に
認

識
し

て
い

る
 

ま
あ

認
識

し
て

い
る
 

認
識

し
て

い
な

い
計
 
あ
ま

り
認

識
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

認
識

し
て

い
な

い
 

 
 

受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理
面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が

困
難
で
あ
る
 

10
1 

54
 

39
 

5 
0 

3 
92
.1
 
53
.5
 
38
.6
 
5.
0 

5.
0 

0.
0 

3.
0 

療
養
中
の
家
事
、
育
児
、
教
育
、
就
労
な
ど
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 
10
1 

30
 

43
 

25
 

0 
3 
72
.3
 
29
.7
 
42
.6
 
24
.8
 
24
.8
 
0.
0 

3.
0 

医
療
上
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
い
患
者
の
、
心
理
面
・
生
活
面
の
情
報
収

集
や
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

36
 

47
 

15
 

0 
3 
82
.2
 
35
.6
 
46
.5
 
14
.9
 
14
.9
 
0.
0 

3.
0 

医
療
費
や
生
活
費
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

60
 

32
 

6 
0 

3 
91
.1
 
59
.4
 
31
.7
 
5.
9 

5.
9 

0.
0 

3.
0 

患
者
同
士
や
患
者
と
職
員
と
の
人
間
関
係
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

20
 

43
 

34
 

1 
3 
62
.4
 
19
.8
 
42
.6
 
34
.7
 
33
.7
 
1.
0 

3.
0 

患
者
・
家
族
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

39
 

44
 

14
 

1 
3 
82
.2
 
38
.6
 
43
.6
 
14
.9
 
13
.9
 
1.
0 

3.
0 

療
養
に
伴
う
家
族
関
係
の
葛
藤
の
解
決
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

30
 

46
 

21
 

1 
3 
75
.2
 
29
.7
 
45
.5
 
21
.8
 
20
.8
 
1.
0 

3.
0 

患
者
の
死
に
よ
る
家
族
の
精
神
的
苦
痛
の
軽
減
・
克
服
や
、
生
活
の
再
設

計
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

22
 

46
 

29
 

0 
4 
67
.3
 
21
.8
 
45
.5
 
28
.7
 
28
.7
 
0.
0 

4.
0 

転
院
や
在
宅
医
療
に
伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

72
 

23
 

3 
0 

3 
94
.1
 
71
.3
 
22
.8
 
3.
0 

3.
0 

0.
0 

3.
0 

退
院
後
の
生
活
の
場
や
療
養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
 

10
1 

62
 

28
 

8 
0 

3 
89
.1
 
61
.4
 
27
.7
 
7.
9 

7.
9 

0.
0 

3.
0 

復
職
や
復
学
の
た
め
、
患
者
の
職
場
や
学
校
と
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

17
 

35
 

41
 

4 
4 
51
.5
 
16
.8
 
34
.7
 
44
.6
 
40
.6
 
4.
0 

4.
0 

社
会
復
帰
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
関
係
機
関
と
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

34
 

40
 

23
 

1 
3 
73
.3
 
33
.7
 
39
.6
 
23
.8
 
22
.8
 
1.
0 

3.
0 

地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

47
 

35
 

15
 

1 
3 
81
.2
 
46
.5
 
34
.7
 
15
.8
 
14
.9
 
1.
0 

3.
0 

患
者
会
や
家
族
会
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

17
 

36
 

43
 

2 
3 
52
.5
 
16
.8
 
35
.6
 
44
.6
 
42
.6
 
2.
0 

3.
0 

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

12
 

36
 

47
 

3 
3 
47
.5
 
11
.9
 
35
.6
 
49
.5
 
46
.5
 
3.
0 

3.
0 

3/



２
）
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
課
題
と
し
て
設
定
し
た
15
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
，
半
数
以
上
が
社
会
福
祉
士
に
よ
る
対
応
を
期
待
し
て
い
る
。
ま
た
10
項
目
に
つ
い
て
は
７
割
以
上
が
対
応
を
期
待
し
て
お
り
，
さ

ら
に
５
項
目
（
「
受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理
面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が
困
難
で
あ
る
」
「
医
療
費
や
生
活
費
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
」
「
転
院
や
在
宅
医
療
に

伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
」
「
退
院
後
の
生
活
の
場
や
療
養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
」
「
地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
」
）
に
つ
い
て
は
８
割
以
上
が
期
待

し
て
い
る
（
表
30
，
31
）
。
 

 表
30
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

回
答
数
（
事
業
所
）
 

割
合
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
回
答
 

 

集
計

対
象 数
 

大
い

に
期

待
し

て
い る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な い
 

無
回 答
 
期
待

し
て

い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

期
待

し
て

い
な

い
計
 

あ
ま

り
期

待
し

て
い

な
い
 

ま
っ

た
く

期
待

し
て

い
な

い
 

 
 

受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理
面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が
困
難
で

あ
る
 

10
1 

61
 

27
 

7 
0 

6 
87
.1
 
60
.4
 
26
.7
 
6.
9 

6.
9 

0.
0 

5.
9 

療
養
中
の
家
事
、
育
児
、
教
育
、
就
労
な
ど
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

27
 

46
 

21
 

0 
7 
72
.3
 
26
.7
 
45
.5
 
20
.8
 
20
.8
 
0.
0 

6.
9 

医
療
上
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
い
患
者
の
、
心
理
面
・
生
活
面
の
情
報
収
集
や
支

援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

34
 

46
 

13
 

1 
7 
79
.2
 
33
.7
 
45
.5
 
13
.9
 
12
.9
 
1.
0 

6.
9 

医
療
費
や
生
活
費
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

62
 

27
 

5 
0 

7 
88
.1
 
61
.4
 
26
.7
 
5.
0 

5.
0 

0.
0 

6.
9 

患
者
同
士
や
患
者
と
職
員
と
の
人
間
関
係
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

20
 

37
 

35
 

2 
7 
56
.4
 
19
.8
 
36
.6
 
36
.6
 
34
.7
 
2.
0 

6.
9 

患
者
・
家
族
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

31
 

45
 

17
 

1 
7 
75
.2
 
30
.7
 
44
.6
 
17
.8
 
16
.8
 
1.
0 

6.
9 

療
養
に
伴
う
家
族
関
係
の
葛
藤
の
解
決
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

29
 

47
 

17
 

1 
7 
75
.2
 
28
.7
 
46
.5
 
17
.8
 
16
.8
 
1.
0 

6.
9 

患
者
の
死
に
よ
る
家
族
の
精
神
的
苦
痛
の
軽
減
・
克
服
や
、
生
活
の
再
設
計
へ
の

支
援
が
難
し
い
 

10
1 

18
 

51
 

24
 

2 
6 
68
.3
 
17
.8
 
50
.5
 
25
.7
 
23
.8
 
2.
0 

5.
9 

転
院
や
在
宅
医
療
に
伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

10
1 

69
 

25
 

1 
0 

6 
93
.1
 
68
.3
 
24
.8
 
1.
0 

1.
0 

0.
0 

5.
9 

退
院
後
の
生
活
の
場
や
療
養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
 

10
1 

62
 

25
 

8 
0 

6 
86
.1
 
61
.4
 
24
.8
 
7.
9 

7.
9 

0.
0 

5.
9 

復
職
や
復
学
の
た
め
、
患
者
の
職
場
や
学
校
と
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

18
 

39
 

34
 

2 
8 
56
.4
 
17
.8
 
38
.6
 
35
.6
 
33
.7
 
2.
0 

7.
9 

社
会
復
帰
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
関
係
機
関
と
の
調
整
が
難
し
い
 

10
1 

39
 

40
 

15
 

0 
7 
78
.2
 
38
.6
 
39
.6
 
14
.9
 
14
.9
 
0.
0 

6.
9 

地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

51
 

35
 

9 
0 

6 
85
.1
 
50
.5
 
34
.7
 
8.
9 

8.
9 

0.
0 

5.
9 

患
者
会
や
家
族
会
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

19
 

44
 

30
 

1 
7 
62
.4
 
18
.8
 
43
.6
 
30
.7
 
29
.7
 
1.
0 

6.
9 

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

10
1 

11
 

47
 

28
 

7 
8 
57
.4
 
10
.9
 
46
.5
 
34
.7
 
27
.7
 
6.
9 

7.
9 

30



表
31
 
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
・
「
期
待
し
て
い
る
計
」
で
並
べ
替
え
・
再
掲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
％
）
 

社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
 

 
 
 

 

期
待
し

て
い
る

計
 

大
い

に
期

待
し

て
い

る
 

ま
あ

期
待

し
て

い
る
 

平
均 値
 

転
院
や
在
宅
医
療
に
伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

93
.1
 
68
.3
 
24
.8
 
1.
71
 

医
療
費
や
生
活
費
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

88
.1
 
61
.4
 
26
.7
 
1.
55
 

受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理
面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が
困
難

で
あ
る
 

87
.1
 
60
.4
 
26
.7
 
1.
49
 

退
院
後
の
生
活
の
場
や
療
養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
 

86
.1
 
61
.4
 
24
.8
 
1.
48
 

地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
 

85
.1
 
50
.5
 
34
.7
 
1.
35
 

医
療
上
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
い
患
者
の
、
心
理
面
・
生
活
面
の
情
報
収
集
や

支
援
が
困
難
で
あ
る
 

79
.2
 
33
.7
 
45
.5
 
1.
05
 

社
会
復
帰
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
関
係
機
関
と
の
調
整
が
難
し
い
 

78
.2
 
38
.6
 
39
.6
 
1.
10
 

患
者
・
家
族
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
 

75
.2
 
30
.7
 
44
.6
 
0.
94
 

療
養
に
伴
う
家
族
関
係
の
葛
藤
の
解
決
が
困
難
で
あ
る
 

75
.2
 
28
.7
 
46
.5
 
0.
91
 

療
養
中
の
家
事
、
育
児
、
教
育
、
就
労
な
ど
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

72
.3
 
26
.7
 
45
.5
 
0.
84
 

患
者
の
死
に
よ
る
家
族
の
精
神
的
苦
痛
の
軽
減
・
克
服
や
、
生
活
の
再
設
計
へ

の
支
援
が
難
し
い
 

68
.3
 
17
.8
 
50
.5
 
0.
62
 

患
者
会
や
家
族
会
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

62
.4
 
18
.8
 
43
.6
 
0.
53
 

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

57
.4
 
10
.9
 
46
.5
 
0.
29
 

患
者
同
士
や
患
者
と
職
員
と
の
人
間
関
係
の
調
整
が
難
し
い
 

56
.4
 
19
.8
 
36
.6
 
0.
40
 

復
職
や
復
学
の
た
め
、
患
者
の
職
場
や
学
校
と
の
調
整
が
難
し
い
 

56
.4
 
17
.8
 
38
.6
 
0.
40
 

31



３
）
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
 

 
保
健
医
療
分
野
に
お
け
る
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
関
連
を
み
る
と
、
認
識
し
て
い
る
項
目
と
期
待
し
て
い
る
割
合
の
差
が
小
さ
い
。
 

 表
32
 
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
の
認
識
の
程
度
と
社
会
福
祉
士
へ
の
期
待
の
比
較
：
（
Ａ
）
で
並
べ
替
え
 

回
答
割
合
（
％
）
 

平
均
値
 

 

課
題
を

認
識
し

て
い
る

計
（
Ａ
）
 

社
福
士

に
期
待

し
て
い

る
計

（
Ｂ
）
 

Ｂ
－

Ａ
 

課
題
の

認
識
の

平
均
値
 

（
Ｅ
）
 

社
福
士

へ
の
期

待
の
平

均
値
 

（
Ｆ
）
 

Ｆ
－
Ｅ
 

転
院
や
在
宅
医
療
に
伴
う
患
者
・
家
族
の
不
安
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

94
.1
 
93
.1
 
-1
.0
 
1.
67
 
1.
71
 

0.
03
 

受
診
、
入
院
、
在
宅
医
療
に
伴
う
心
理
面
・
生
活
面
の
不
安
へ
の
支
援
が
困
難

で
あ
る
 

92
.1
 
87
.1
 
-5
.0
 
1.
45
 
1.
49
 

0.
05
 

医
療
費
や
生
活
費
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

91
.1
 
88
.1
 
-3
.0
 
1.
49
 
1.
55
 

0.
06
 

退
院
後
の
生
活
の
場
や
療
養
の
場
の
確
保
が
難
し
い
 

89
.1
 
86
.1
 
-3
.0
 
1.
47
 
1.
48
 

0.
01
 

医
療
上
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
い
患
者
の
、
心
理
面
・
生
活
面
の
情
報
収
集
や

支
援
が
困
難
で
あ
る
 

82
.2
 
79
.2
 
-3
.0
 
1.
06
 
1.
05
 

-0
.0
1 

患
者
・
家
族
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
 

82
.2
 
75
.2
 
-6
.9
 
1.
08
 
0.
94
 

-0
.1
5 

地
域
医
療
と
の
連
携
が
困
難
で
あ
る
 

81
.2
 
85
.1
 
4.
0 

1.
14
 
1.
35
 

0.
20
 

療
養
に
伴
う
家
族
関
係
の
葛
藤
の
解
決
が
困
難
で
あ
る
 

75
.2
 
75
.2
 
0.
0 

0.
85
 
0.
91
 

0.
07
 

社
会
復
帰
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
関
係
機
関
と
の
調
整
が
難
し
い
 

73
.3
 
78
.2
 
5.
0 

0.
85
 
1.
10
 

0.
25
 

療
養
中
の
家
事
、
育
児
、
教
育
、
就
労
な
ど
の
困
難
へ
の
支
援
が
難
し
い
 

72
.3
 
72
.3
 
0.
0 

0.
80
 
0.
84
 

0.
04
 

患
者
の
死
に
よ
る
家
族
の
精
神
的
苦
痛
の
軽
減
・
克
服
や
、
生
活
の
再
設
計
へ

の
支
援
が
難
し
い
 

67
.3
 
68
.3
 
1.
0 

0.
63
 
0.
62
 

-0
.0
1 

患
者
同
士
や
患
者
と
職
員
と
の
人
間
関
係
の
調
整
が
難
し
い
 

62
.4
 
56
.4
 
-5
.9
 
0.
48
 
0.
40
 

-0
.0
8 

患
者
会
や
家
族
会
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

52
.5
 
62
.4
 
9.
9 

0.
23
 
0.
53
 

0.
30
 

復
職
や
復
学
の
た
め
、
患
者
の
職
場
や
学
校
と
の
調
整
が
難
し
い
 

51
.5
 
56
.4
 
5.
0 

0.
21
 
0.
40
 

0.
19
 

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支
援
が
困
難
で
あ
る
 

47
.5
 
57
.4
 
9.
9 

0.
07
 
0.
29
 

0.
22
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６
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
 

１
）
 
社
会
福
祉
士
採
用
の
重
視
の
程
度
 

 
社
会
福
祉
士
の
採
用
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
重
視
す
る
」
と
い
う
割
合
が
，
児
童
分
野
で
は
半
数
近
く
（
48
.6
％
）
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
，
障
害
分
野

及
び
高
齢
分
野
で
は
７
割
を
超
え
て
い
た
。
ま
た
保
健
医
療
分
野
で
は
，
93
.1
％
と
非
常
に
高
い
割
合
で
あ
る
（
表
33
）
。
 

 表
33
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
）
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

【
児
童
分
野
】
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答 数
 

割
合
（
％
）
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

9 
6.
5 

7 
8.
9 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

58
 

42
.0
 

48
.6
 

42
 

53
.2
 

62
.0
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

37
 

26
.8
 

15
 

19
.0
 

ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

14
 

10
.1
 

37
.0
 

5 
6.
3 

25
.3
 

無
回
答
 

20
 

14
.5
 

14
.5
 

10
 

12
.7
 

14
.5
 

全
体
 

13
8 

10
0.
0 

10
0.
0 

79
 

10
0.
0 

10
0.
0 

平
均
点
 

0.
09
 

0.
45
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

【
障
害
分
野
】
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

36
 

14
.9
 

29
 

14
.8
 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

13
9 

57
.7
 

72
.6
 

11
5 

58
.7
 

73
.5
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

39
 

16
.2
 

31
 

15
.8
 

ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

6 
2.
5 

18
.7
 

5 
2.
6 

18
.4
 

無
回
答
 

21
 

8.
7 

14
.5
 

16
 

8.
2 

14
.5
 

全
体
 

24
1 

10
0.
0 

10
0.
0 

19
6 

10
0.
0 

10
0.
0 

平
均
点
 

0.
73
 

0.
73
 

全
体
 

社
会
福
祉
士
が
い
る
 

事
業
所
の
み
 

 
【
高
齢
者
分
野
】
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

回
答
数
 

割
合
（
％
）
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

93
 

18
.1
 

79
 

18
.9
 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

29
7 

57
.7
 

75
.7
 

24
6 

58
.9
 

77
.8
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

72
 

14
.0
 

52
 

12
.4
 

ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

19
 

3.
7 

17
.7
 

16
 

3.
8 

16
.3
 

無
回
答
 

34
 

6.
6 

6.
6 

25
 

6.
0 

6.
6 

全
体
 

51
5 

10
0.
0 

10
0.
0 

41
8 

10
0.
0 

10
0.
0 

平
均
点
 

0.
78
  

0.
81
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児
童
分
野
に
お
い
て
社
会
福
祉
士
の
採
用
を
「
た
い
へ
ん
重
視
す
る
」
割
合
は
6.
5％
、
「
あ
る
程
度
重
視
す
る
」
42
.0
％
で
、
合
計
48
.6
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
福
祉
が
い
る
事
業

所
の
み
に
限
定
す
る
と
、
「
あ
る
程
度
重
視
す
る
」
が
＋
11
.2
％
、
「
た
い
へ
ん
重
視
す
る
」
が
＋
2.
4％
で
、
合
計
62
.0
％
と
な
る
。
児
童
分
野
と
障
害
分
野
、
高
齢
分
野
、
保
健
医
療

機
関
と
比
較
す
る
と
、
他
の
分
野
等
よ
り
も
「
重
視
す
る
」
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
保
健
医
療
機
関
を
対
象
と
し
た
調
査
に
お
い
て
、
同
種
の
質
問
の
結
果
を
み
る
と
、
重
視
す
る

割
合
が
福
祉
３
分
野
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
た
い
へ
ん
重
視
す
る
」
が
多
い
（
表
34
，
35
）
。
 

 表
34
 
分
野
別
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
）
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

児
童
分
野
 

障
害
分
野
 

高
齢
分
野
 

保
健
医
療
機
関
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

6.
5 

14
.9
 

93
.1
 

61
.4
 
 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

42
.0
 

48
.6
 

57
.7
 

72
.6
 

57
.7
 

75
.7
 
31
.7
 
 

93
.1
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

26
.8
 

16
.2
 

14
.0
 

1.
0 

 
ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

10
.1
 

37
.0
 

2.
5 

18
.7
 

3.
7 

17
.7
 

1.
0 
 

2.
0 

無
回
答
 

14
.5
 

14
.5
 

8.
7 

8.
7 

6.
6 

6.
6 

5.
0 

 
5.
0 

全
体
 

10
0.
0 
 

10
0.
0 
 

10
0.
0 
 

10
0.
0 
 

平
均
点
 

0.
09
 

0.
73
 

0.
78
 

1.
59
  

 表
35
 
分
野
別
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
）
（
社
会
福
祉
士
が
い
る
事
業
所
の
み
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
％
）
 

 
 

児
童
分
野
 

障
害
分
野
 

高
齢
分
野
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

8.
9 

14
.8
 

18
.9
 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

53
.2
 

62
.0
 

58
.7
 

73
.5
 

58
.9
 

77
.8
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

19
.0
 

15
.8
 

12
.4
 

ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

6.
3 

25
.3
 

2.
6 

18
.4
 

3.
8 

16
.3
 

無
回
答
 

12
.7
 

14
.5
 

8.
2 

14
.5
 

6.
0 

6.
6 

全
体
 

10
0.
0 
 

10
0.
0 
 

10
0.
0 
 

平
均
点
 

0.
45
 

0.
73
 

0.
81
 

 得
点
の
与
え
方
 

 
 

た
い
へ
ん
重
視
す
る
 

２
点
 

あ
る
程
度
重
視
す
る
 

１
点
 

あ
ま
り
重
視
し
な
い
 

－
１
点
 

ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
 

－
２
点
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２
）
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
に
重
視
す
る
内
容
（
児
童
分
野
）
 

 
社
会
福
祉
士
の
採
用
の
際
に
重
視
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
児
童
分
野
で
は
「
倫
理
観
・
価
値
観
」
「
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
」
「
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
」

の
順
で
「
重
視
す
る
」
割
合
が
高
く
，
こ
れ
ら
３
項
目
は
７
割
を
超
え
て
い
た
。
一
方
，
「
哲
学
・
原
理
」
「
制
度
・
法
令
」
「
経
営
・
運
営
」
は
，
「
重
視
す
る
」
割
合
が
６

割
前
後
で
あ
る
（
表
36
，
37
）
。
 

 表
36
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
重
視
す
る
内
容
）
 

 
 

 
 

（
事
業
所
）
 
 

 
 

 
 

 
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

集 計 対 象 数
 

た
い
へ

ん
重
視

す
る
 

あ
る

程
度

重
視

す
る
 

あ
ま

り
重

視
し

な
い
 

ほ
と

ん
ど

重
視

し
な い
 

無
回 答
 
重
視
す

る
計

（
Ａ
）
 
た
い

へ
ん

重
視

す
る
 

あ
る

程
度

重
視

す
る
 

重
視
し

な
い
計

（
Ｂ
）
 
あ
ま

り
重

視
し

な
い
 

ほ
と

ん
ど

重
視

し
な

い
 

無
回
答
 

児
童
福
祉
の
哲
学
・
原
理
論
な
ど
に
か
ん
す
る

知
識
や
理
解
 

13
8 

17
 

67
 

27
 

8 
19
 
60
.9
 
12
.3
 
48
.6
 
25
.4
 
19
.6
 
5.
8 

13
.8
 

児
童
福
祉
の
制
度
や
法
令
な
ど
に
か
ん
す
る
知

識
や
理
解
 

13
8 

22
 

68
 

21
 

7 
20
 
65
.2
 
15
.9
 
49
.3
 
20
.3
 
15
.2
 
5.
1 

14
.5
 

児
童
福
祉
の
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

ク
）
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

13
8 

48
 

59
 

12
 

1 
18
 
77
.5
 
34
.8
 
42
.8
 

9.
4 

8.
7 

0.
7 

13
.0
 

児
童
福
祉
の
機
関
・
組
織
の
経
営
や
運
営
な
ど

に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

13
8 

19
 

63
 

30
 

5 
21
 
59
.4
 
13
.8
 
45
.7
 
25
.4
 
21
.7
 
3.
6 

15
.2
 

児
童
へ
の
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
に
か
か
わ

る
知
識
や
技
術
 

13
8 

51
 

54
 

14
 

1 
18
 
76
.1
 
37
.0
 
39
.1
 
10
.9
 
10
.1
 
0.
7 

13
.0
 

社
会
福
祉
現
場
で
働
く
人
材
と
し
て
の
倫
理

観
・
価
値
観
な
ど
 

13
8 

62
 

47
 

10
 

0 
19
 
79
.0
 
44
.9
 
34
.1
 

7.
2 

7.
2 

0.
0 

13
.8
 

 表
37
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
重
視
す
る
内
容
）
・
（
Ａ
）
で
並
べ
替
え
 
（
％
）
 

 
 

 
 

 

重
視
す

る
計

（
Ａ
）
 
た
い

へ
ん

重
視

す
る
 

あ
る

程
度

重
視

す
る
 

平
均 値
 
 

社
会
福
祉
現
場
で
働
く
人
材
と
し
て
の
倫
理
観
・
価
値
観
な
ど
 

 
79
.0
 
44
.9
 
34
.1
 
1.
35
 

児
童
福
祉
の
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

77
.5
 
34
.8
 
42
.8
 
1.
18
 

児
童
へ
の
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
に
か
か
わ
る
知
識
や
技
術
 

 
76
.1
 
37
.0
 
39
.1
 
1.
17
 

児
童
福
祉
の
制
度
や
法
令
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

 
 
65
.2
 
15
.9
 
49
.3
 
0.
65
 

児
童
福
祉
の
哲
学
・
原
理
論
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

 
60
.9
 
12
.3
 
48
.6
 
0.
49
 

児
童
福
祉
の
機
関
・
組
織
の
経
営
や
運
営
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

59
.4
 
13
.8
 
45
.7
 
0.
52
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３
）
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
に
重
視
す
る
内
容
（
障
害
分
野
）
 

 
障
害
分
野
で
は
「
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
」
「
倫
理
観
・
価
値
観
」
「
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
」
の
順
で
，
３
項
目
は
８
割
を
超
え
て
い
た
。
一
方
，
「
哲

学
・
原
理
」
「
制
度
・
法
令
」
「
経
営
・
運
営
」
は
，
「
重
視
す
る
」
割
合
が
６
割
か
ら
７
割
で
あ
る
（
表
38
，
39
）
。
 

 表
38
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
重
視
す
る
内
容
）
 

 
 

 
 

（
事
業
所
）
 
 

 
 

 
 

 
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

集 計 対 象 数
 

た
い

へ
ん

重
視

す
る
 

あ
る

程
度

重
視

す
る
 

あ
ま

り
重

視
し

な
い
 

ほ
と

ん
ど

重
視

し
な い
 

無
回 答
 
重
視
す

る
計

（
Ａ
）
 
た
い

へ
ん

重
視

す
る
 

あ
る
程

度
重
視

す
る
 

重
視
し

な
い
計

（
Ｂ
）
 
あ
ま
り

重
視
し

な
い
 

ほ
と
ん

ど
重
視

し
な
い
 

無
回
答
 

障
害
福
祉
の
哲
学
・
原
理
論
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

24
1 

39
 
11
4 

58
 

10
 

20
 
63
.5
 
16
.2
 
47
.3
 
28
.2
 

24
.1
 

4.
1 

8.
3 

障
害
福
祉
の
制
度
や
法
令
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

24
1 

73
 
11
2 

32
 

4 
20
 
76
.8
 
30
.3
 
46
.5
 
14
.9
 

13
.3
 

1.
7 

8.
3 

障
害
福
祉
の
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
に
か
ん
す
る
知
識
や
理

解
 

24
1 

11
4 

96
 

8 
3 

20
 
87
.1
 
47
.3
 
39
.8
 

4.
6 

3.
3 

1.
2 

8.
3 

障
害
福
祉
の
機
関
・
組
織
の
経
営
や
運
営
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 
24
1 

54
 
10
7 

53
 

6 
21
 
66
.8
 
22
.4
 
44
.4
 
24
.5
 

22
.0
 

2.
5 

8.
7 

障
害
者
へ
の
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
に
か
か
わ
る
知
識
や
技
術
 

24
1 

11
1 

90
 

16
 

3 
21
 
83
.4
 
46
.1
 
37
.3
 

7.
9 

6.
6 

1.
2 

8.
7 

障
害
福
祉
現
場
で
働
く
人
材
と
し
て
の
倫
理
観
・
価
値
観
な
ど
 

24
1 

14
3 

61
 

14
 

3 
20
 
84
.6
 
59
.3
 
25
.3
 

7.
1 

5.
8 

1.
2 

8.
3 

 表
39
 
社
会
福
祉
士
を
採
用
す
る
際
の
考
え
方
（
重
視
す
る
内
容
）
・
（
Ａ
）
で
並
べ
替
え
 
 
 
 
 
 
 
 
（
％
）
 

 
 

 
 

 
 

重
視
す

る
計

（
Ａ
）
 
た
い

へ
ん

重
視

す
る
 

あ
る
程

度
重
視

す
る
 

平
均 値
 
 

障
害
福
祉
の
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

87
.1
 
47
.3
 

39
.8
 

1.
4 

障
害
福
祉
現
場
で
働
く
人
材
と
し
て
の
倫
理
観
・
価
値
観
な
ど
 

 
84
.6
 
59
.3
 

25
.3
 

1.
5 

障
害
者
へ
の
直
接
ケ
ア
・
生
活
ス
キ
ル
に
か
か
わ
る
知
識
や
技
術
 

 
83
.4
 
46
.1
 

37
.3
 

1.
3 

障
害
福
祉
の
制
度
や
法
令
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

 
 

76
.8
 
30
.3
 

46
.5
 

1.
0 

障
害
福
祉
の
機
関
・
組
織
の
経
営
や
運
営
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

66
.8
 
22
.4
 

44
.4
 

0.
7 

障
害
福
祉
の
哲
学
・
原
理
論
な
ど
に
か
ん
す
る
知
識
や
理
解
 

 
63
.5
 
16
.2
 

47
.3
 

0.
5 
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